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（１）アンケート質問票 

 



 
 

 
 



Section 4 グレースピリオドを利用できなかった（しなかった）状況

質問4-1

国外では利用できなかった場合 強く影響 多少影響

1.制度上の対象範囲 ● ●

2.猶予期間における課題 ● ●

3.費用上の課題 ● ●

4.手続き上の課題 ● ●

5.代替手段の使用 ● ●

6.そのような事例を経験したことが無い

7.その他( )

質問4-2

国外では利用できなかった場合 強く影響 多少影響

1.制度上の対象範囲 ● ●

2.猶予期間における課題 ● ●

3.費用上の課題 ● ●

4.手続き上の課題 ● ●

5.代替手段の使用 ● ●

6.そのような事例を経験したことが無い

7.その他( )

国内ではグレースピリオドを利用できたが、国外では利用できなかった場合に影響を与えた理由（項目）は何でし
たか。また、その項目の影響度はどうでしたか。

補足：
３．グレースピリオドを使おうとした場合に通常出願以外に掛る料金などが障害になるかに関する質問です。例えば、手
続きに特急料金が必要な場合や、翻訳料等を指します。
５．代替手段とは特許以外の権利を保護する制度、手段を指します。例えば、公開試験の前に実用新案を迅速に出願でき
るような場合です。このような手段がある場合、グレースピリオドがそれらより使いやすかどうかを念頭に回答願いま
す。

国外ではグレースピリオドを利用できたが、国内では利用できなかった場合に影響を与えた理由（項目）は何でし
たか。また、その項目の影響度はどうでしたか。

 

質問4-3

国内でも利用できなかった場合 強く影響 多少影響

1.制度上の対象範囲 ● ●

2.猶予期間における課題 ● ●

3.費用上の課題 ● ●

4.手続き上の課題 ● ●

5.代替手段の使用 ● ●

6.その他( )

セクション 5グレースピリオドの今後の在り方についてのお考え・ご要望

質問5-1 仮に自国のグレースピリオドが以下の制度であった場合を想定して、以下の問い（A・B)にお答えください。

①猶予期間を12カ月間とする。

②制度上の対象範囲を、「本人が積極的に開示したものを全て」とする

（本人の積極的開示に基づく二次的開示は対象内、特許公報は対象外）

③出願時に公表に関する事実を表示する必要あり

④起算日は優先日とする

A．上記制度は、受け入れますか。

1）積極的に賛成する ●

2）許容できる ●

3）反対する ●

国内・国外でもグレースピリオドを利用できなかった場合、その結果に影響を与えた理由（項目）は何でしたか。
また、その項目の影響度はどうでしたか。



 
 



（２）アンケート回答 

Country
where

employed
1-2industry or technology 1-3staff 1-3Percentage 2-1patent 2-2make use 3-1 1）Micro 3-1 2）Chemical 3-1 3）Bio

Swiss 10)Other 2）Between 10 and 99 1）Under 19% 3）100 and 499 1）Utilized

Slovak Republic2）Chemicals3）Bio / Pharmaceuticals10)Other 3）100 and 499 2）Did not utilize

Germany 10)Other 3）Between 100 and 499 1）Under 19% 4）500 or more 2）Did not utilize

Germany
1）Micro- and Nano-tec3）Bio / Pharmaceuticals5）(Heavy)
Machinery&8）Electric9）Information

2）Between 10 and 99 1）Under 19% 3）100 and 499 2）Did not utilize

Spain
1）Micro- and Nano-tec2）Chemicals3）Bio / Pharmaceuticals4）Medical
Treatment5）(Heavy) Machinery6）Materials7）Energy8）Electric9）
Information10)Other

1）Under 10 1）Under 19% 4）500 or more 2）Did not utilize

Croatia 2）10 and 99 2）Did not utilize
Croatia 10)Other 1）Under 10 3）50% - 79% 2）10 and 99 2）Did not utilize
Croatia 10)Other 1）Under 10 2）10 and 99 2）Did not utilize
Latvia 3）Bio / Pharmaceuticals9）Information10)Other 2）Between 10 and 99 1）Under 19% 1）Under 10 2）Did not utilize

Latvia 10)Other 2）Between 10 and 99 1）Under 19% 2）10 and 99 2）Did not utilize

India
1）Micro- and Nano-tec2）Chemicals3）Bio / Pharmaceuticals5）(Heavy)
Machinery6）Materials7）Energy8）Electric9）Information10)Other

2）Between 10 and 99 2）20% - 49% 4）500 or more 1）Utilized EPO;U.S.A EPO;U.S.A

Romania 10)Other 1）Under 10 1）Under 19% 2）10 and 99 2）Did not utilize
Ireland 10)Other 2）Between 10 and 99 1）Under 19% 4）500 or more 1）Utilized U.S.A

Taiwan 10)Other 2）Between 10 and 99 1）Under 19% 4）500 or more 1）Utilized

Turkey 10)Other 2）Between 10 and 99 4）500 or more 1）Utilized
AU 10)Other 1）Under 10 1）Under 19% 2）10 and 99 1）Utilized
UK 10)Other 2）Between 10 and 99 1）Under 19% 3）100 and 499 1）Utilized U.S.A

Lithuania
1）Micro- and Nano-tec2）Chemicals3）Bio / Pharmaceuticals4）Medical
Treatment5）(Heavy) Machinery6）Materials7）Energy8）Electric9）
Information10)Other

2）Between 10 and 99 1）Under 19% 2）10 and 99 2）Did not utilize

finrand 10)Other 3）Between 100 and 499 1）Under 19% 3）100 and 499 1）Utilized

Czech Republic
1）Micro- and Nano-tec2）Chemicals3）Bio / Pharmaceuticals4）Medical
Treatment5）(Heavy) Machinery6）Materials7）Energy8）Electric9）
Information10)Other

2）Between 10 and 99 3）50% - 79% 3）100 and 499 2）Did not utilize

Estonia 10)Other 2）Between 10 and 99 4）500 or more 2）Did not utilize

US 3）Between 100 and 499 1）Under 19% 3）100 and 499 1）Utilized U.S.A

Brazil 10)Other 4）500 over 1）Under 19% 4）500 or more 1）Utilized Other Other

Denmark 8）Electric 3）Between 100 and 499 2）20% - 49% 1）Under 10 2）Did not utilize
Bulgaria 2）Chemicals3）Bio / Pharmaceuticals4）Medical 10)Other 2）Between 10 and 99 3）100 and 499 3）100 and 499 2）Did not utilize

Belgium
1）Micro- and Nano-tec2）Chemicals3）Bio / Pharmaceuticals4）Medical
Treatment5）(Heavy) Machinery6）Materials7）Energy8）Electric9）
Information10)Other

2）Between 10 and 99 1）Under 19% 3）100 and 499 1）Utilized U.S.A U.S.A U.S.A

Norway 1）Micro- and Nano-tec2）Chemicals3）Bio / Pharmaceuticals4）Medical
Treatment5）(Heavy) Machinery6）Materials7）Energy8）Electric9）

2）Between 10 and 99 1）Under 19% 3）100 and 499 2）Did not utilize

Korea 2）Chemicals3）Bio / Pharmaceuticals6）Materials8）Electric9）Information 3）Between 100 and 499 1）Under 19% 4）500 or more 1）Utilized EPOJapanKoreaU.S.A Korea

China 10)Other 1）Under 10 1）Under 19% 1）Under 10 2）Did not utilize

Iceland
1）Micro- and Nano-tec2）Chemicals3）Bio / Pharmaceuticals4）Medical
Treatment5）(Heavy) Machinery6）Materials7）Energy8）Electric9）
Information10)Other

2）Between 10 and 99 1）Under 19% 3）100 and 499 2）Did not utilize

Russia
1）Micro- and Nano-tec2）Chemicals3）Bio / Pharmaceuticals4）Medical
Treatment5）(Heavy) Machinery6）Materials7）Energy8）Electric9）
Information10)Other

3）Between 100 and 499 1）Under 19% 4）500 or more 1）Utilized Russia

FR 10)Other 1）Under 10 1）Under 19% 2）10 and 99 2）Did not utilize
Austria 5）(Heavy) Machinery 2）Between 10 and 99 3）100 and 499 2）Did not utilize

Poland 6）Materials 2）Between 10 and 99 1）Under 19% 1）Under 10 2）Did not utilize

 



Country where
employed

3-1 4）Medical 3-1 5）Machinery 3-1 6）Materials 3-1 7）Energy 3-1 8）Electric 3-1 9）Information 3-1 10)Other 3-2 point in time 3-2 public disclosure 4-1 1conditions surrounding

Swiss Other Other Other 2） B
1）Tes2）printed
publication5）Other

Slovak Republic

Germany

Germany 2） B 4）research conference Strongly Influenced

Spain

Croatia
Croatia
Croatia 2） B
Latvia

Latvia

India China;EPO;U.S.A 2） B 2）printed publication3）internetStrongly Influenced

Romania
Ireland U.S.A 2） B 2）printed publication

Taiwan Domestic Office Domestic OfficeU.S.A Domestic OfficeU.S.A 3） A and B
1）Test2）printed
publication4）research
conference

Strongly Influenced

Turkey
AU Canada;U.S.A;Other U.S.A;Other 2） B 1）Test5）Other Strongly Influenced
UK 2） B 2）printed publication

Lithuania

finrand U.S.A 2） B 3）internet

Czech Republic

Estonia Strongly Influenced

US U.S.A U.S.A 3） A and B
1）Test2）printed
publication

Strongly Influenced

Brazil Other Other Other Other 2） B
2）printed publication4）
research conference

Denmark
Bulgaria

Belgium U.S.A U.S.A U.S.A U.S.A U.S.A U.S.A 3） A and B
1）Test2）printed
publication3）internet4）
research conference

Norway

Korea Korea
ChinaEPOJapanKore
aU.S.A

ChinaEPOJapanU.S.A ChinaEPOJapanU.S.A 1） A
3）internet4）research
conference

China

Iceland

Russia Russia Russia Russia 2） B
2）printed publication3）
internet4）research
conference

FR
Austria

Poland

 



Country where
employed

4-1 2Reasons related 4-1 3Costs 4-1 4process 4-1 5competing systems 4-1 6Other 4-2 1conditions surrounding 4-2 2Reasons related 4-2 3Costs 4-2 4process

Swiss

Slovak Republic Strongly Influenced

Germany

Germany Strongly Influenced

Spain

Croatia
Croatia
Croatia
Latvia

Latvia

India Somewhat Influenced Somewhat Influenced Strongly Influenced Strongly Influenced

Romania
Ireland Strongly Influenced Strongly Influenced

Taiwan Strongly Influenced Somewhat Influenced Strongly Influenced Somewhat Influenced

Turkey
AU Strongly Influenced Strongly Influenced Somewhat Influenced
UK Strongly Influenced

Lithuania

finrand

We do not have grace
period in Finland and the
grace period at EPO has
very strict conditions, so
we can not use domestic
grace period

Strongly Influenced

Czech Republic

Estonia Somewhat Influenced
related=Somewhat
Influenced

Strongly Influenced Strongly Influenced Strongly Influenced Somewhat Influenced Somewhat Influenced Strongly Influenced

US Somewhat Influenced
4-1 3Costs=Somewhat
Influenced

Somewhat Influenced

Brazil

Denmark
Bulgaria

Belgium Strongly Influenced

Norway

Korea Strongly concerned

China Strongly Influenced Somewhat Influenced Strongly Influenced Strongly concerned Somewhat Influenced Strongly Influenced

Iceland

Russia Strongly Influenced

FR
Austria

Poland

 



Country where
employed

4-2 5competing systems 4-2 6Other 4-3 1conditions surrounding 4-3 2Reasons related 4-3 3Costs 4-3 4process 4-3 5competing systems 4-3 6Other 5-1 A

Swiss
No grace period provided by the
law

2）consent

Slovak Republic Strongly Influenced Strongly Influenced 3）oppose

Germany

The German and European
patent laws do not provide for a
grace period. In Germany only for
utility models a grace period is
available

Somewhat Influenced Somewhat Influenced 1）strongly support

Germany Strongly Influenced 3）oppose

Spain 3）oppose

Croatia 3）oppose
Croatia Strongly Influenced Strongly Influenced Strongly Influenced
Croatia Strongly Influenced
Latvia 2）consent

Latvia Strongly Influenced

The GP in Latvia
available only for bad
faith disclosure or for
demonstration at
exhibitions

3）oppose

India 1）strongly support

Romania Strongly Influenced Somewhat Influenced Somewhat Influenced Strongly Influenced 2）consent
Ireland Strongly Influenced Strongly Influenced 2）consent

Taiwan Strongly Influenced Somewhat Influenced 3）oppose

Turkey 2）consent
AU 2）consent
UK 2）consent

Lithuania

finrand Strongly Influenced 2）consent

Czech Republic Somewhat Influenced Strongly Influenced 3）oppose

Estonia Strongly Influenced Strongly Influenced Somewhat Influenced Somewhat Influenced Strongly Influenced Strongly Influenced 1）strongly support

US Strongly Influenced Strongly Influenced 1）strongly support

Brazil 3）oppose

Denmark Somewhat Influenced 2）consent
Bulgaria Somewhat Influenced Somewhat Influenced Somewhat Influenced Somewhat Influenced Somewhat Influenced 2）consent

Belgium No Grace period in Belgium 1）strongly support

Norway Strongly Influenced 2）consent

Korea Strongly concerned 2）consent

China Strongly Influenced Strongly Influenced Somewhat Influenced Strongly Influenced 1）strongly support

Iceland
A grace period is not
offered in Icelandic
Patent Law.

3）oppose

Russia Strongly Influenced 1）strongly support

FR Strongly Influenced Somewhat Influenced Somewhat Influenced Somewhat Influenced Strongly Influenced 2）consent
Austria Strongly Influenced 3）oppose

Poland Strongly Influenced
no need to use: first
filing, then disclosure

3）oppose

 



Country where
employed

5-1 B 1)Length 5-1 B 2)Applicable scope 5-1 B 3)Requirement 5-1 B 4)start date 5-1 B 5）Prior use 5-1 B 6）18th month 5-1 B 7)application process 5-1 B 8)Concordance

Swiss Strongly concerned

Slovak Republic Somewhat concerned Somewhat concerned Strongly concerned Strongly concerned Extremely concerned

Germany Somewhat concerned Somewhat concerned Extremely concerned Strongly concerned Somewhat concerned Somewhat concerned Somewhat concerned Somewhat concerned

Germany Extremely concerned Strongly concerned Extremely concerned Strongly concerned Strongly concerned Somewhat concerned Somewhat concerned Somewhat concerned

Spain Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned Somewhat concerned Somewhat concerned Somewhat concerned

Croatia Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned
Croatia
Croatia Extremely concerned Extremely concerned Somewhat concerned Extremely concerned Extremely concerned Somewhat concerned Somewhat concerned
Latvia Somewhat concerned Strongly concerned Extremely concerned Extremely concerned Strongly concerned Extremely concerned Strongly concerned Somewhat concerned

Latvia Somewhat concerned Somewhat concerned Somewhat concerned Somewhat concerned Somewhat concerned Somewhat concerned Somewhat concerned Extremely concerned

India Extremely concerned Extremely concerned Somewhat concerned Strongly concerned Strongly concerned Somewhat concerned Somewhat concerned Extremely concerned

Romania Strongly concerned Extremely concerned Strongly concerned Strongly concerned Somewhat concerned Somewhat concerned Extremely concerned Strongly concerned
Ireland Extremely concerned Extremely concerned

Taiwan Strongly concerned Extremely concerned Extremely concerned

Turkey Strongly concerned Extremely concerned Somewhat concerned Strongly concerned Extremely concerned Somewhat concerned Strongly concerned Extremely concerned
AU Somewhat concerned Extremely concerned Extremely concerned Strongly concerned Strongly concerned
UK Strongly concerned Strongly concerned Somewhat concerned

Lithuania

finrand Strongly concerned Extremely concerned Strongly concerned Extremely concerned Strongly concerned Strongly concerned Strongly concerned Strongly concerned

Czech Republic Extremely concerned Extremely concerned

Estonia Somewhat concerned Somewhat concerned Somewhat concerned Somewhat concerned Somewhat concerned Strongly concerned Strongly concerned Strongly concerned

US Strongly concerned Strongly concerned Extremely concerned Strongly concerned

Brazil Extremely concerned Extremely concerned Somewhat concerned Extremely concerned

Denmark Somewhat concerned Somewhat concerned Somewhat concerned Somewhat concerned Extremely concerned Strongly concerned Strongly concerned Somewhat concerned
Bulgaria Somewhat concerned Somewhat concerned Strongly concerned Somewhat concerned Somewhat concerned Strongly concerned

Belgium Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned Strongly concerned Strongly concerned Somewhat concerned

Norway Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned

Korea Strongly concerned Strongly concerned Strongly concerned

China Extremely concerned Strongly concerned Extremely concerned Strongly concerned Strongly concerned Strongly concerned Somewhat concerned Strongly concerned

Iceland Extremely concerned Strongly concerned Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned Strongly concerned

Russia Somewhat concerned Strongly concerned

FR Somewhat concerned Somewhat concerned Somewhat concerned Somewhat concerned Strongly concerned Strongly concerned Strongly concerned Strongly concerned
Austria Strongly concerned Somewhat concerned Strongly concerned Extremely concerned Strongly concerned Strongly concerned Somewhat concerned Strongly concerned

Poland Strongly concerned Strongly concerned Extremely concerned Extremely concerned Extremely concerned Strongly concerned Strongly concerned Somewhat concerned



 

３． ヒアリング調査データ 

 



 

（1） 英国 ヒアリング記録 

 
インタビュー対象：法律事務所 （Ａ） 

所属・肩書：弁護士 2 名、弁理士 2 名パートナー、シニアアソシエート 

インタビュー日時・場所 2010 年 12 月、 ロンドン 

 

Part Ⅰ 大学の知財研究者以外 

１．特許出願

件数・取り扱

い数（過去１

年間） 

①国内 全出願数（GP 利用数）：1,300 件（ゼロ） 

②外国 全出願数（GP 利用数）1,400 件 

 ・USA 約 700 件 

・ブラジル （関心がある） 

 ・ロシア 尐ない（法の執行が難しい） 

③ 技術分野 広い範囲、電子、ソフト、機械、材料、生命科学など 

２．国内出願

で GP を使用

した場合 

①使用を考え

た時期 

UK,EU は期間が 6 カ月で実際上使えない。出願前に公表

が発見された場合は取りやめにする。 

②出願時期の

比 

 

③公表の形態 客へのプレゼンテーション、web での公開。 

３．外国出願

でグレースピ

リオドを使用

した場合（複

数国の場合は

国ごと） 

①グレースピ

リオドの使用

を考えた時期 

基本的には使わない。実際は、ほかの国に出願できるか見

通しが立たないため出願しない。 

②複数件の場

合どの程度の

比 

 

③ 公表の態

様 

２．③と同様 

4. 国内でグレースピリ

オドを使用が出来なかった（し

なかった）理由。 

期間が短いことが主因だが、適用範囲が狭いことも原因。

また、デザインも GP が存在する。 

5.外国出願でグレースピリオ

ドが使えなかった場合の理由。 

期間を考慮すると出願しても、特許化できる見通しが立た

なかった例がある。 

6.グレースピ

リオドの今後

の考え方 

（４）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。 

（１） 猶 予

期間を１２カ

月にする。（長

くする） 

2 名の弁理士が反対。 

6 カ月から 12 カ月になることにあまり意味はない。それ

は、英国では適用される範囲が狭いという前提があるから

である。抵触を扱う弁護士は、公表後に第三者が使う可能

性を指摘し、期間が長いほどビジネスに混乱をもたらすと

考えている。 

（２） 制 度

上の対象の範

囲を、「本人が

積極的に開示

したもの全て

とする 

2 名の弁理士が反対。 

特許の見通しがわかることは非常に重要である。特許の権

利化に不確定要素が増加するため。 

（３） 出 願

時に公表に関

2 名の弁理士が賛成。 

権利化の不確定要素を減らすために必要。 



する事実表示

する。 

（４） 起 算

日を優先日と

する。 

2 名の弁理士が反対。 

出願日を起算日にするほうが不安定要素が尐ないため。 

７．どの項目

を懸念するか 

8）まで 非常に強く懸念・強い懸念・一定程度の懸念のいずれの立場か。 

1）猶予期間 一定程度の懸念・関心がある。 

2）制度上の対

象の範囲 

一定程度の懸念・関心がある。 

3）出願時に公

表に関する事

実を表示する

必要性 

強い懸念・関心がある。 

4）起算日 強い懸念・関心がある。 

5）先使用権 強い懸念・関心がある。 

6）18 月にお

ける出願公開 

強い懸念・関心がある。 

好ましい。 

7) 手続きの容

易さ 

強い懸念・関心がある。 

好ましい。 

8) 他国との制

度調和 

強い懸念・関心がある。 

好ましい 

Part Ⅱ （大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問） 

1. 特許

法改正前後の

違いは何です

か。（特許法改

正 の あ っ た

国） 

該当せず 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

①特許化のた

め公表を遅ら

せたり、やめ

た例 

大学は論文発表を優先したがるため、特許出願後にするよ

うにお願いしている。また、公表を優先するあまり、特許

制度自体が不確実性を抱えることは避けなければならな

い。制度の安定性は非常に重要である。 

②  グレース

ピリオドによ

り 不 確 実 要

素、期間が増

大し事業推進

の障害になっ

た例 

それは正しい。 

③  早期の公

表や発表によ

り特許化に失

敗した例 

弁護士、弁理士 2 名ともこのような事例は経験したことは

ない。 

顧客には出願後に発表するようにお願いしている。 

④  中小企業

と大学や研究

所との共同研

究で論文発表

大学は共同研究をする場合、契約を結ぶため、勝手に発表

することはない。一定のルールがあり、単に力関係でその

ようなことが起こることはない。 



が優先された 

例。 

⑤特にバイオ

テクノロジー

など実験デー

タのためグレ

ースピリオド

が必要である 

例。 

このような考え方は理解できない。特定の分野に特例を設

けるような考え方はすべきではない。 

⑥公開実験が

必要であるた

め、グレース

ピリオドが必

要な例。 

公開テストのための 6カ月のGPがどの程度役に立つかど

うかは別として、極力、守秘契約を結ぶか、非公開にして

テストを行うべきである。自動車のデザインでも、公道を

走るときは車体にカバーをしている。GP に頼ると大きな

リスクを抱え込むことになる。化学産業などの特定分野の

主張で法制度を変えるのは好ましくない。 

Part Ⅲ 大学特許専門家、特許事務所に対する質問 

該当せず 

その他 

EU 加盟国の中で法は統一されているが、法の解釈は国や地域により異なる。また、裁判制

度も各国で異なっている。英と独では裁判制度が異なっており、その執行が違う。 

EU 加盟国は２７カ国が特許法を統一した。EU 裁判所の中央法廷は高く評価されている。 

イタリアは現在整備中。 

参考文献など入手物（情報のみ） : UK statute law on grace period 

 Section 1(4) of Patent Act 1977   based on the European Patent Commission 

 



 

インタビュー対象：大学技術移転会社 （Ｂ） 

所属・肩書：部長、事業・法務担当課長 

インタビュー日時・場所：2010 年 12 月、ロンドン 

 

Part Ⅰ 大学の知財研究者以外 

１．特許出願

件数・取り扱

い数（過去１

年間 

01/08/2009～

31/07/2010） 

①国内 全出願数（GP 利用数）68 件 

②外国 全出願数（GP 利用数） 

 ・USA 61 件（約１０％） 

 ・欧州 EP 39 件、独 20 件、仏 17 件、伊 16 件、

蘭 11 件、西 11 件 

 ・日本 16 件 

 ・韓国 1 件 

 ・ロシア 1 件 

 ・中国 12 件 

 ・カナダ 16 件 

 ・その他 インド 6 件 

③ 技術分野 医薬、バイオ技術、その他尐数だが：医療機器、ナノテク、

ごく尐数：物理 

２．国内出願

で GP を使用

した場合 

①使用を考え

た時期 

適用範囲が狭いので使っていない。 

②出願時期の

比 

 

③� 公 表

の形態 

 

３．外国出願

でグレースピ

リオドを使用

した場合（複

数国の場合は

国ごと） 

①グレースピ

リオドの使用

を考えた時期 

公表したことを、申請時に知った場合。 

②複数件の場

合どの程度の

比 

 

③ 公表の態

様 

大学なので学会発表が殆ど。 

4. 国内でグレースピリ

オドを使用が出来なかった（し

なかった）理由。 

適用範囲が狭いので使っていない。 

5.外国出願でグレースピリオ

ドが使えなかった場合の理由。 

期間が短い。また、費用の問題で沢山の国に出願できない

ので、PCT を利用するが、GP を使う場合には遅くなり使

えないことが多い。 

6.グレースピ

リオドの今後

の考え方 

（４）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。 

（１） 猶 予

期間を１２カ

月にする。（長

くする） 

反対。短い方が制度を運用する上で必要である。また、現

在では市場への早期参入が必要で、GP が長くなると企業

にとって特許の価値が下がる。 

（２） 制 度

上の対象の範

囲を、「本人が

積極的に開示

したもの全て

あまり広いのも制度運用上困るが、大学の論文発表などが

含まれるようになると使いやすい。 



とする 

（３） 出 願

時に公表に関

する事実表示

する。 

反対。大学では講義など口頭で行われる場合があり、正確

な記録を出すのが難しい。 

（４） 起 算

日を優先日と

する。 

反対。出願日が制度運用上重要である。 

７．どの項目

を懸念するか 

8）まで 非常に強く懸念・強い懸念・一定程度の懸念のいずれの立場か。 

1）猶予期間 一定程度の懸念・関心がある。 

６カ月がよい。それ以上長くなると商業的な価値が下が

るため。 

2）制度上の対

象の範囲 

非常に強く懸念・関心がある。 

調査が負担になるため大学は適用範囲が狭い方がよい。

企業は広い方を希望すると思う。 

3）出願時に公

表に関する事

実を表示する

必要性 

強い懸念・関心がある。 

全部を紙の形で提出するのは大学の場合、授業や講義など

があり対応が難しい。 

4）起算日 一定程度の懸念・関心がある。 

出願日が好ましい。 

5）先使用権 一定程度の懸念・関心がある。 

6）18 月にお

ける出願公開 

一定程度の懸念・関心がある。 

短い方が制度の運用上好ましい。 

7) 手続きの容

易さ 

非常に強く懸念・関心がある。 

コストは尐ない方が好ましい。 

8) 他国との制

度調和 

非常に強く懸念・関心がある。 

Part Ⅱ （大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問） 

1. 特許

法改正前後の

違いは何です

か。（特許法改

正 の あ っ た

国） 

該当せず 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

①特許化のた

め公表を遅ら

せたり、やめ

た例 

確かに発表は遅れるが、発表を禁止するわけではない。

これは大学の許容範囲である。発表を遅らせることは学会

で評価を高めるという目的には不利だが、他の目的とのバ

ランスをとることが必要。企業との研究ではパートナーの

許可が必要。 

特許とはただ単に発明を公表するのではなく、権利の範

囲を示すことが重要で、クレームをはっきりと公表するこ

とが社会の利益になる。 

②  グレース

ピリオドによ

り 不 確 実 要

素、期間が増

賛成である。GP は不確実性を増大する。多くの EU 国は

先出願主義で、適用範囲の制限を設けている。GP は不確

実さを増加するとともに、第３者からの異議申し立ての機

会を増加させる。 



大し事業推進

の障害になっ

た例 

③  早期の公

表や発表によ

り特許化に失

敗した例 

競争の激しい研究分野ではしばしば、このようなことがお

こる。研究者の発表する権利を制限することは現実的では

ないし、GP でカバーできないので、このような場合実用

新案、意匠なども使い権利の獲得を進める。モノクロナー

ル抗体の特許が使われなかったのは特許とは異なる理由

だと考える。 

④  中小企業

と大学や研究

所との共同研

究で論文発表

が優先された 

例。 

研究者の第一の目的が研究発表だからこのようなことは

よくおこる。しかし、大学との共同研究を行う英国の SME

は通常大変権利に厳しく、しばしば契約で大学は知財権を

放棄しなければならない。また、現在は教育で尐し改善さ

れたが、大学の研究者は知財権に関して知識不足で、過去

にはこのようなことがしばしば起きた。 

⑤特にバイオ

テクノロジー

など実験デー

タのためグレ

ースピリオド

が必要である 

例。 

法制度の中で強い特許を出すかという問題であり、GP の

問題ではない。 

⑥公開実験が

必要であるた

め、グレース

ピリオドが必

要な例。 

実験は後でもよいので、出願を優先すべきである。今まで

の業界の慣行を続けたいと言うことなら、その考えを変え

なければならない。 

Part Ⅲ 大学特許専門家、特許事務所に対する質問 

1.特許法の改

正の背景（特

許法が改正さ

れた国） 

該当しない。 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

該当しない。 

その他 

参考文献など入手物 

 



 

（２）仏国 ヒアリング記録 
インタビュー対象：特許事務所 Ｃ 

所属・肩書： パートナー、特許技術者 

インタビュー日時・場所 12 月 パリ 

 

Part Ⅰ 大学の知財研究者以外 

１．特許出願

件数・取り扱

い数（過去１

年間） 

①国内 全出願数 約 150 件（GP 利用数 ゼロ）  

②外国 全出願数 （GP 利用数） 

 ・USA 約 20 件 

 ・欧州 100 件（ゼロ） 

 ・日本 数件 

 ・韓国 数件 

 ・ロシア 約 20 件 

 ・中国 数件 

 ・カナダ 約 20 件 

 ・その他 メキシコ 約 20 件、インド 数件 

当弁理士事務所は石油会社が大きな得意なので、資源国ロ

シア、カナダ、メキシコへの出願が多い。インドは最近出

るようになった。仏国の自動車会社も大きな得意だが、明

細書の取り扱いを主とし行って、出願は自動車会社が行っ

ている。また、大学、バイオベンチャーの外国出願は外部

の弁理士を使う場合が多いので、当事務所で扱っている。

（数件／年） 

 

③ 技術分野 石油、自動車会社が大きな得意。また、日本の特許の扱い

が他と比べて多く、３０％前後の数。 

２．国内出願

で GP を使用

した場合 

①使用を考え

た時期 

使用なし。 

②出願時期の

比 

 

③公表の形態  

３．外国出願

でグレースピ

リオドを使用

した場合（複

数国の場合は

国ごと） 

①グレースピ

リオドの使用

を考えた時期 

使用なし。 

②複数件の場

合どの程度の

比 

 

③ 公表の態

様 

 

4. 国内でグレースピリ

オドを使用が出来なかった（し

なかった）理由。 

適用範囲が狭い。期限が短い。 

5.外国出願でグレースピリオ

ドが使えなかった場合の理由。 

 

6.グレースピ ＊（４）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。 



リオドの今後

の考え方 

（１） 猶 予

期間を１２カ

月にする。（長

くする） 

弁理士 U:反対（最近では弁理士の間で殆ど話題に上がら

ないので深く考えたことがないが。） 

弁理士 T:中立（期間の長短よりどう運用されるかが重要。） 

（２） 制 度

上の対象の範

囲を、「本人が

積極的に開示

したもの全て

とする 

弁理士 U:反対。法律があればそれに沿った行動をとるべ

き。例えば本人の意に反して公表されたとして出願して裁

判になった場合、「本人の意思」とは何かなど解釈の難し

い問題が発生し、裁判所が忙しくなる。現在でも仏国の裁

判は遅くて問題となっている。国が裁判制度に十分な予算

を付けていない。 

弁理士 T: 反対。 仏国では確固とした証拠がなくとも証

言に信憑性があればよいため、冒認の場合、証言の取り扱

いなど、判事により解釈の幅が広く、結果が予想出来ない

等、制度運用上に問題が多い。 

（３） 出 願

時に公表に関

する事実表示

する。 

弁理士U: 賛成。仏国では博覧会の証拠をそろえて提出し、

4 か月以内に申請するとともに、宣誓が必要。 

弁理士 T: 反対。最初は宣誓し問題があれば、その時に証

拠を出せばよい。 

（４） 起 算

日を優先日と

する。 

弁理士 U: 反対。 出願日がよい。欧州では EP 出願日

が出願として判例化している。しかし、仏国では先に出願

した日となっている。 

弁理士 T: 賛成。パリ条約の精神からは、優先権日を使う

べきである。 

 

７．どの項目

を懸念するか

また、関心が

あるか 

 

8）まで 非常に強く懸念・関心がある、強い懸念・関心がある・一定程度

の懸念・関心がある、のいずれの立場か。 

1）猶予期間 U:  一定程度の懸念・関心がある GP を削除すること

に賛成。 

T:  一定程度の懸念・関心がある 反対ではないがそれ

ほど重要ではない。 

2）制度上の対

象の範囲 

U:  一定程度の懸念・関心がある。 反対である。 

T:  一定程度の懸念・関心がある。反対である。 

3）出願時に公

表に関する事

実を表示する

必要性 

U: 強い懸念・関心がある。 

T: 強い懸念・関心がある。 後で出せばよい。 

4）起算日 U: 強い懸念・関心がある。 出願日がよい（既述）。 

T:  一定程度の懸念・関心がある。 優先権日がよい(既

述)。 

5）先使用権 U: 強い懸念・関心がある。 中小企業のためにあったほ

うがよい。 

T: 強い懸念・関心がある。 どこまでが先使用か境界を

決めるのが難しい。 

6）18 月にお

ける出願公開 

U:  一定程度の懸念・関心がある 

T: N/A 

7) 手続きの容

易さ 

U:  N/A 

T:  N/A 

8) 他国との制

度調和 

U:  N/A 

T:  N/A 



Part Ⅱ （大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問） 

1. 特許

法改正前後の

違いは何です

か。（特許法改

正 の あ っ た

国） 

該当なし。 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

①特許化のた

め公表を遅く

したり、やめ

た例 

U: 当事務所で扱ったエレクトロニクスの特許では研究

者が早く発表したがっているのを説得し、特許出願日に発

表をしてもらった。研究者に妥協してもらった。法律があ

るのだからそれを前提に進めるべきである。 

T:  

②  グレース

ピリオドによ

り 不 確 実 要

素、期間が増

大し事業推進

の障害になっ

た例 

U: あまり話を聞かない。 

T:  

③  早期の公

表や発表によ

り特許化に失

敗した例 

U:  

T:  

④  中小企業

と大学や研究

所との共同研

究で論文発表

が優先された 

例。 

U:  

T:  

⑤特にバイオ

テクノロジー

など実験デー

タのためグレ

ースピリオド

が必要である 

例。 

U: あまりそのような話はない。例としては、パスツール

研究所の AIDS 研究は特許出願するまで、公表をしなかっ

た。出願も英国で行った。仏国で出願する場合仏国語を使

う必要があるため。また、発表の許可手続きが煩雑である

ため。 

T:  

⑥公開実験が

必要であるた

め、グレース

ピリオドが必

要な例。 

U: 公開テストの話はほとんど出ない。仏国では専門家だ

けへのプレゼンテーションは非公開扱いになる。その地域

への立ち入り制限の看板を掲示すればよい。現行の法律の

中で出来ることがあるので、それを使う方が現実的であ

る。公開したとして申請すると特許が成立しない。 

T:  

Part Ⅲ 大学特許専門家、特許事務所に対する質問 



1.特許法の改

正の背景（特

許法が改正さ

れた国） 

該当しない。 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

 

その他 

◎ 仏国は法的安定性を重視する。GP の制度を変えることについても、仏国が率先して変

えようとは思わないだろう。 

◎ バイオテクノロジーの特許を扱った例では、2 つの発明を出願してから発表した。その

後 3 つ目の発明を発表した。3 つの発明を合併して特許申請しようとしたが、3 番目の

発明は出願前に発表したので特許にすることができなかった。 

◎ 判例では交渉中に知りえた情報は守秘義務があるとされている。 

参考文献など入手物 



 

インタビュー対象：特許事務所 （Ｄ） 

所属・肩書： 特許事務所 パートナー 弁理士 

インタビュー日時・場所 12 月 パリ 

 

Part Ⅰ 大学の知財研究者以外 

１．特許出願

件数・取り扱

い数（過去１

年間） 

①国内 全出願数（GP 利用数）EPO 650 件、GP ゼロ 

欧州特許 1040 件 

②外国 全出願数（GP 利用数） 

 ・USA 220 件 

 ・日本 150 件 

 ・韓国 70 から 80 件 

 ・ロシア 40 件 

 ・中国 112 件 

 ・カナダ 70 件 

 ・その他  

③ 技術分野 広い範囲 

２．国内出願

で GP を使用

した場合 

①使用を考え

た時期 

 

②出願時期の

比 

 

④� 公 表

の形態 

 

３．外国出願

でグレースピ

リオドを使用

した場合（複

数国の場合は

国ごと） 

①グレースピ

リオドの使用

を考えた時期 

5 年前に 1 件ある。それを扱った時、出願前に公表したこ

とがわかっていた。そのため、英と独の特許庁に出願可能

か確認して出願した。 

②複数件の場

合どの程度の

比 

 

③ 公表の態

様 

契約に違反して公表したため、適用理由は濫用である。濫

用は認められるかどうかまちまちで、特許が成立するかど

うか予想の難しい面がある。 

4. 国内でグレースピリ

オドを使用が出来なかった（し

なかった）理由。 

国内では GP は 18 年間使っていない。理由は、使える事

例がなかったことだが、事例のない理由は： 

① パリ条約に規定された博覧会は非常に尐ないため、使

えない。2012 年は 2 件。また、ある例では、裁判所

が公表した博覧会をパリ条約で規定されていない博覧

会と判断したため特許が成立しなかった例があり、申

請しても成立しない危険が大きい。 

② GP の開始日が仏国では優先日の 6 か月前であるとの

判例があるが、ＥＰは異なり、煩雑である。 

③ 乱用の場合、裁判により判断が異なるためリスクが大

きい。 

5.外国出願でグレースピリオ

ドが使えなかった場合の理由。 

6.グレースピ

リオドの今後

の考え方 

（４）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。 

（１） 猶 予

期間を１２カ

月にする。（長

くする） 

許容するが、仏国は変更したがらないと思う。期間より出

願日か、優先権日かが重要だ。 

（２） 制 度 賛成。 発明者と権利者の公表は、特許庁からの公表以外



上の対象の範

囲を、「本人が

積極的に開示

したもの全て

とする 

は認めるべきだ。口頭での公表は第 3 者にとって判断が難

しいので、自分の責任で証拠を示すことが重要だ。 

（３） 出 願

時に公表に関

する事実表示

する。 

賛成する。これは非常に重要で、A,B の 2 社が同じような

発表をした場合、どちらが発明者か第 3 者が判断できるよ

うにすべきである。それがないと、後で抵触の判断に莫大

な時間と費用を費やし、大きなリスクを負うことになる。 

（４） 起 算

日を優先日と

する。 

賛成する。 優先権日でないと、実際問題として使えない。

特に外国出願では国外出願も同時にしなくてはならない

ため使えない。 

７．どの項目

を懸念するか 

8）まで 非常に強い懸念・関心がある、強い懸念・関心がある・一定程度

の懸念・関心があるの、いずれの立場か。 

1）猶予期間 一定程度の懸念・関心がある。 

2）制度上の対

象の範囲 

強い懸念・関心がある。 

3）出願時に公

表に関する事

実を表示する

必要性 

非常に強い懸念・関心がある。 

 第 3 者にとり、誰が特許権者になりうるかを判断する材

料になる。また、後で抵触の判定の重要な材料となる。 

4）起算日 強い懸念・関心がある。 

5）先使用権 強い懸念・関心がある。特に中小企業にとり重要。 

6）18 月にお

ける出願公開 

非常に強く懸念・関心がある。 

重要。実際のクレームを知るのが遅くなるのは好ましくな

い。 

7) 手続きの容

易さ 

一定程度の懸念・関心がある。 

コストが問題になったことはない。 

8) 他国との制

度調和 

非常に強い懸念・関心がある。 

Part Ⅱ （大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問） 

1. 特許

法改正前後の

違いは何です

か。（特許法改

正 の あ っ た

国） 

該当せず 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

①特許化のた

め公表を遅く

したり、やめ

た例 

あまり大きな問題ではない。大金を産み出す特許もあり、

パテント申請の競争をした HIV 特許のような場合、ミス

をすると大金を失うため、救済策を当てにしないですすめ

るべきだ。 

②  グレース

ピリオドによ

り 不 確 実 要

素、期間が増

大し事業推進

の障害になっ

確かに不確実性は増大する。そのために、GP を使う場合

は、公表の証拠を提出する必要がある。そのようにすれば、

第 3 者のリスクを減じることができる。 



た例 

③  早期の公

表や発表によ

り特許化に失

敗した例 

何が GP の目的なのか考えるべきだ。GP があるから早期

に公表ができる場合がある。 

④  中小企業

と大学や研究

所との共同研

究で論文発表

が優先された 

例。 

研究者は特許法をよく知らない。守秘義務があってもそれ

に反して発表することがある。 

そのような例が実際持ち込まれ、顧客には守秘義務違反の

場合は乱用に当たり、GP が使えるとアドバイスしたこと

がある。同様な例はいくつかあるが、それほど多くはない。 

特に PhD 候補者は口頭試問を受けることが必要であり、

それが口頭での公表になる場合がある。 

⑤特にバイオ

テクノロジー

など実験デー

タのためグレ

ースピリオド

が必要である 

例。 

このような議論は理解できない。 

⑥公開実験が

必要であるた

め、グレース

ピリオドが必

要な例。 

法律は重要であり、その範囲でできることを考えるべきで

ある。大学に於いて学生や院生が自由に出入りすることで

技術が公開されるならば、管理を厳重にすることが必要

だ。大学が法律を十分に理解しないことが問題だ。 

Part Ⅲ 大学特許専門家、特許事務所に対する質問 

該当せず 

その他 

特許申請の聞き取りで顧客が公表したと話した場合、特許を成立させるのは難しく、申請

は大きなリスクがあると伝える。専門家としてはそのような事実を全部公開しない場合も

ある。 

参考文献など入手物 

 



 

インタビュー対象： 特許事務所 （Ｅ） 

所属・肩書：  弁理士（2 名）、特許技術者 

インタビュー日時・場所： 2010 年 12 月 パリ 

 

Part Ⅰ 大学の知財研究者以外 

１．特許出願

件数・取り扱

い数（過去１

年間） 

①国内 全出願数（GP 利用数）600 件（ゼロ） 

②外国 全出願数（GP 利用数） 

 ・USA 200（尐ない） 

 ・欧州 1000 件（非常に尐ない） 

 ・日本 100（ごく尐数） 

 ・韓国 

 ・ロシア 

 ・中国 100 

 ・カナダ 30 

 ・その他  

③ 技術分野 電子、通信、ＩＴ、機械、化学をはじめとする広い分野。

大学・研究所も顧客であるため広い分野をカバーしてい

る。 

２．国内出願

で GP を使用

した場合 

①使用を考え

た時期 

顧客が特許を持ちこんだときに判明する例が殆ど。 

②出願時期の

比 

 

③ 公表の形

態 

得意先へのプレゼンが原因だが、秘密事項なので詳細は話

すことができない。 

３．外国出願

でグレースピ

リオドを使用

した場合（複

数国の場合は

国ごと） 

①グレースピ

リオドの使用

を考えた時期 

顧客が特許を持ちこんだときに判明する例が殆ど。 

②複数件の場

合どの程度の

比 

 

④  公表の

態様 

得意先へのプレゼン、製造の準備段階での外部流出、大学

では、学会での発表、インターネットへの掲載。 

4. 国内でグレースピリ

オドを使用が出来なかった（し

なかった）理由。 

仏国では適用できる条件が狭いため。 

5.外国出願でグレースピリオ

ドが使えなかった場合の理由。 

米国はＧＰを使う場合でも、証拠の提出などが不要で簡単

なため。日本やそのほかの国は様々な条件が必要で使いに

くい。 

6.グレースピ

リオドの今後

の考え方 

（４）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。 

（１） 猶 予

期間を１２カ

月にする。（長

くする） 

賛成。 

申請者が提出しやすい。また、各国協調にとり必要である。

（米国と合わせるという意味で） 

（２） 制 度

上の対象の範

囲を、「本人が

積極的に開示

賛成。 （米国との）協調を重視する必要がある。 



したもの全て

とする 

（３） 出 願

時に公表に関

する事実表示

する。 

許容。 協調のために必要であるなら、許容するが、外国

出願の場合は公表がどのようなものか調べるのが困難で

あり、証拠の提出は必要と考えている。 

（４） 起 算

日を優先日と

する。 

賛成。国際協調の立場から必要。 

どの項目を懸

念するか 

8）まで 非常に強く懸念・関心がある、強い（中程度の）懸念・関心があ

る、一定程度の懸念・関心がある、のいずれの立場か。 

1）猶予期間 一定程度の懸念・関心がある。 

2）制度上の対

象の範囲 

強い懸念・関心がある。 

3）出願時に公

表に関する事

実を表示する

必要性 

強い懸念・関心がある。 

4）起算日 強い懸念・関心がある。 

5）先使用権 非常に強く懸念・関心がある。非常に重要。 

6）18 月にお

ける出願公開 

一定程度の懸念・関心がある。 

7) 手続きの容

易さ 

非常に強く懸念・関心がある。 

システムがうまく働くために容易さは重要。 

8) 他国との制

度調和 

非常に強く懸念・関心がある。 

Part Ⅱ （大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問） 

1. 特許

法改正前後の

違いは何です

か。（特許法改

正 の あ っ た

国） 

該当しない。 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

①特許化のた

め公表を遅く

したり、やめ

た例 

技術分野により違う。公表してから特許化するのは良い方

法と言えない。大学関係者が、公表が特許申請のために遅

れると訴える例は、5 年前より減っている。5 年前と比べ

て大学や研究者が特許の重要さを認識するようになって

きた。 

②  グレース

ピリオドによ

り 不 確 実 要

素、期間が増

大し事業推進

の障害になっ

た例 

例はあまり聞かない。 

③  早期の公

表や発表によ

尐し長くかかっても、技術を確実にしてから発表すること

が重要である。化学業界ではよくおこる。誰かが発明を公



り特許化に失

敗した例 

表するとその改良発明を誰かが考える。 

④  中小企業

と大学や研究

所との共同研

究で論文発表

が優先された 

例。 

この例はたくさんある。研究契約を結び、企業が資金提供

を行っていてもおこる。ある顧客には公表が契約に反して

行われたことを理由に、ＧＰを使うよう助言したことがあ

る。 

⑤特にバイオ

テクノロジー

など実験デー

タのためグレ

ースピリオド

が必要である 

例。 

欧州特許では、申請後にサンプルやデータの提出ができる

のでこのようなことはない。 

⑥公開実験が

必要であるた

め、グレース

ピリオドが必

要な例。 

そのような例は知らない。 

Part Ⅲ 大学特許専門家、特許事務所に対する質問 

1.特許法の改

正の背景（特

許法が改正さ

れた国） 

該当なし。 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

既述。 

その他 

◎ 仏国ではＧＰは適用要件が狭いのでほとんど使えない。世界的な調和ができれば使える

ようになると思う。 

◎ 仏国特許法はＥＵ指令により変更したので、更に又変更することは多くの人が望まない

だろうが進歩は必要。 

参考文献など入手物 

 



 

インタビュー対象： エンジニアリング企業 （Ｆ） 

所属・肩書： 知財部 課長 

インタビュー日時・場所 ： 2010 年 12 月 パリ 

 

Part Ⅰ 大学の知財研究者以外 

１．特許出願

件数・取り扱

い数（過去１

年間） 

①国内 全出願数（GP 利用数） 40 件（ゼロ） 

②外国 全出願数（GP 利用数） 

 ・USA 30 件 

 ・欧州 30 件 

 ・日本 5 件 

 ・韓国 5～7 件 

 ・ロシア 

 ・中国 5～6 件 

 ・カナダ 

 ・その他  

③ 技術分野 プラント技術（石油精製、エチレン分解など）、機械加工 

２．国内出願

で GP を使用

した場合 

①使用を考え

た時期 

規則で特許申請後でないと発表できない。 

②出願時期の

比 

 

⑤ 公表の形

態 

 

３．外国出願

でグレースピ

リオドを使用

した場合（複

数国の場合は

国ごと） 

①グレースピ

リオドの使用

を考えた時期 

米国には最近の 10 年間で 4 件使った。申請の際に公表が

分かった時使う。 

②複数件の場

合どの程度の

比 

 

③ 公表の態

様 

得意へのプレゼン。 

4. 国内でグレースピリ

オドを使用が出来なかった（し

なかった）理由。 

適用範囲が狭いため使えない。得意へのプレゼンは含まな

いので、外国出願（米国）に変えて出願した例が多い。仏

国では出願できない。 

5.外国出願でグレースピリオ

ドが使えなかった場合の理由。 

米国は適用範囲が広く、期間も長いため使えるが、ＥＵ、

日本などほかの国は期間の問題で使えない。 

 

6.グレースピ

リオドの今後

の考え方 

（４）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。 

（１） 猶 予

期間を１２カ

月にする。（長

くする） 

反対。技術の変化が急な時代に、不明確な期間を延長する

のは好ましくない。第 3 者は何が行われているか分からな

いのでリスクが大きい。 

（２） 制 度

上の対象の範

囲を、「本人が

積極的に開示

したもの全て

とする 

許容。 仏国にＧＰの制度があるが制限が多く誰も使わな

い。世界共通の制度にするという意味で許容する。 

（３） 出 願 反対。 顧客へのプレゼンテーションなど証拠を出すのが



時に公表に関

する事実表示

する。 

難しい場合が多い。制度を変えるなら使いやすい制度にす

べきだ。公表の証拠は競合する企業が探し出してくる。そ

れに協力する必要はない。 

（４） 起 算

日を優先日と

する。 

賛成。 共通制度にする場合は国ごとに異なると不便にな

り、使えない。 

どの項目を懸

念するか 

8）まで 非常に強い懸念・関心がある、強い懸念・関心がある、一定程度

の懸念・関心がある、のいずれの立場か。 

1）猶予期間 非常に強い懸念・関心がある。長いほど法的不安定性が増

加する。 

2）制度上の対

象の範囲 

一定程度の懸念・関心がある。 

仏国のように狭いと誰も使わない。 

3）出願時に公

表に関する事

実を表示する

必要性 

一定程度の懸念・関心がある。 

 証拠を発明者に求めるのはナンセンス。 

4）起算日 一定程度の懸念・関心がある。 

5）先使用権 一定程度の懸念・関心がある。 

6）18 月にお

ける出願公開 

一定程度の懸念・関心がある。 期間は短いほどよい。 

7) 手続きの容

易さ 

一定程度の懸念・関心がある。手続きが複雑だと誰も使わ

ない。 

8) 他国との制

度調和 

非常に強い懸念・関心がある。 

Part Ⅱ （大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問） 

1. 特許

法改正前後の

違いは何です

か。（特許法改

正 の あ っ た

国） 

該当しない。 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

①  グレース

ピリオドがな

い場合、公表

が遅れる。 

事業のために発明しているのであり、事業を優先して、

権利を確定する前に公表することはやめるべきだ。大学な

どの基礎科学は、その昔ほぼ１００％政府が研究資金を出

していたが、最近は半分程度になり、残りの半分は企業が

資金提供をしている。企業は事業のために資金を出してい

るのであり、論文発表優先では困る。 

②  グレース

ピリオド不確

実要素の増大

から事業推進

の 障 害 に な

る。 

事業の点から考えると大きな問題であり、期間の延長は

すべきではない。しかし、世界の共通化のためには受け入

れる。 

③  早期の公

表で、特許化

に失敗する場

合がある。 

事業のためにやっているのであり、それまで待つべきで

ある。 



④  中小企業

と大学や研究

所との共同研

究では論文発

表 が 優 先 さ

れ、特許化が

難しい場合が

ある。 

企業は知財権の知識を持つ社員を育てるべきで、大学と

は契約を結ぶことが重要である。 

⑤実験データ

をそろえるの

に時間がかか

る技術があり

グレースピリ

オドが必要で

ある。 

プラントも 10 年以上データを積み上げることがある。

内部での実験であるからＧＰが必須とは思えない。 

⑥  公開実験

が必要である

ため、グレー

スピリオドが

必要である。 

テストを行う前に特許申請すべきである。ＧＰを使うこと

を考えるよりもほかに方法を考えるべきだ。何よりも、特

許化に対するリスクを減らすことが重要である。 

Part Ⅲ 大学特許専門家、特許事務所に対する質問 

1.特許法の改

正の背景（特

許法が改正さ

れた国） 

該当しない。 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

該当しなし。 

その他 

 

参考文献など入手物 

 

 



 

（３）独国ヒアリング記録 
インタビュー対象： 総合電機企業 （Ｇ） 

所属・肩書： 知財部 部長 

インタビュー日時・場所：2010 年 12 月 ベルリン 

 

Part Ⅰ 大学の知財研究者以外 

１．特許出願

件数・取り扱

い数（過去１

年間） 

①国内 全出願数（GP 利用数）5000 件（0） 

②外国 全出願数（GP 利用数） 

 ・USA 1000 件（０） 

 ・欧州 3000～4000 件 

 ・日本 数百件（０） 

 ・韓国 100 件以下（０） 

 ・ロシア 100 件以下（０） 

 ・中国 1000 件（０） 

 ・カナダ 数百件（０） 

 ・その他  

③ 技術分野 電気、電子、機械 

２．国内出願

で GP を使用

した場合 

①使用を考え

た時期 

実用新案 100～500 件（GP:1％以下）コストを下げるた

めに使う。登録のみで審査はない。 

公表する場合は知財部の承認が必要で、ＧＰを使うことは

社内規則ではありえない。しかし、例外がありその場合は

実用新案を使っている。 

②出願時期の

比 

 

⑤� 公 表

の形態 

特許申請前に製品が客先に発送された場合。 

３．外国出願

でグレースピ

リオドを使用

した場合（複

数国の場合は

国ごと） 

①グレースピ

リオドの使用

を考えた時期 

国内で GP を使って実用新案を出すような場合、外国では

通常優先権を得られない場合が多く特許申請できない。 

②複数件の場

合どの程度の

比 

 

③ 公表の態

様 

 

4. 国内でグレースピリ

オドを使用が出来なかった（し

なかった）理由。 

社内の規定で特許申請後に公表することがきめられてい

る。また、従業員発明法( German Employee Inventors 

Law)にも、そのような規定に従うように決められている。 

5.外国出願でグレースピリオ

ドが使えなかった場合の理由。 

 

6.グレースピ

リオドの今後

の考え方 

（４）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。 

（１） 猶 予

期間を１２カ

月にする。（長

くする） 

反対。  

GP の不安定さを増加させる変更には反対する。 

（２） 制 度

上の対象の範

囲を、「本人が

反対。 

同上 



積極的に開示

したもの全て

とする 

（３） 出 願

時に公表に関

する事実表示

する。 

賛成。 

このまま提出の義務を存続させるべき。 

（４） 起 算

日を優先日と

する。 

回答なし。 

どの項目を懸

念するか 

8）まで 非常に強く懸念・関心がある、強い懸念・関心がある一定程度の

懸念・関心がある、のいずれの立場か。 

1）猶予期間 強い懸念・関心がある。 

2）制度上の対

象の範囲 

非常に強い懸念・関心がある。 

3）出願時に公

表に関する事

実を表示する

必要性 

強い懸念・関心がある。 

4）起算日 強い懸念・関心がある。 

5）先使用権 一定程度の懸念・関心がある。 

6）18 月にお

ける出願公開 

一定程度の懸念・関心がある。 

7) 手続きの容

易さ 

一定程度の懸念・関心がある。 

8) 他国との制

度調和 

非常に強い懸念・関心がある。 

Part Ⅱ （大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問） 

1. 特許

法改正前後の

違いは何です

か。（特許法改

正 の あ っ た

国） 

 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

①特許化のた

め公表を遅ら

せたり、やめ

た例 

いずれ公表されるので問題ない。 

②  グレース

ピリオドによ

り 不 確 実 要

素、期間が増

大し事業推進

の障害になっ

た例 

当社での問題はない。 

③  早期の公

表や発表によ

いくつかの特許で周辺を固めるので、一つの特許が不成立

でもあまり問題はない。一つの特許が広い範囲をカバーす



り特許化に失

敗した例 

る医薬品業界とは異なる。 

④  中小企業

と大学や研究

所との共同研

究で論文発表

が優先された 

例。 

契約がありそのようなことはない。最近は大学も特許出願

や登録を重視している。 

⑤特にバイオ

テクノロジー

など実験デー

タのためグレ

ースピリオド

が必要である 

例。 

回答なし。 

⑥公開実験が

必要であるた

め、グレース

ピリオドが必

要な例。 

当社の例はない。 

Part Ⅲ 大学特許専門家、特許事務所に対する質問 

1.特許法の改

正の背景（特

許法が改正さ

れた国） 

該当なし。 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

 

その他 

 

 

参考文献など入手物 

 



 

インタビュー対象：特許事務所 （Ｈ） 

所属・肩書：パートナー 弁理士 

インタビュー日時・場所 ：2010 年 12 月 ミュンヘン 

 

Part Ⅰ 大学の知財研究者以外 

１．特許出願

件数・取り扱

い数（過去１

年間） 

①国内 全出願数（GP 利用数）2000～3000 件（０） 

②外国 全出願数（GP 利用数） 

 ・USA 400 件 

 ・欧州 

 ・日本 

 ・韓国 

 ・ロシア 

 ・中国 尐ない 

 ・カナダ 

 ・その他  

③ 技術分野 50%: IT,半導体、ソフト、25%：バイオ・薬品、25%：

機械・自動車 

２．国内出願

で GP を使用

した場合 

①使用を考え

た時期 

使わない。実用新案は尐しある。出願時の調査で公表が明

らかになった場合など特殊な場合で、10 件／年以下。多

くの場合は、特許出願をした技術の一部が公表されていた

場合である。このような場合、実用新案として分割出願し

GP を使うことが多い。特許優先権日の 6 か月以内の公表

が救済できる。最初から実用新案として出願する場合もあ

るが、それはまれな例。 

②出願時期の

比 

⑥� 公 表

の形態 

 

３．外国出願

でグレースピ

リオドを使用

した場合（複

数国の場合は

国ごと） 

①グレースピ

リオドの使用

を考えた時期 

殆どが、出願のため持ち込まれたときに公表が判明する

場合。非常にまれなケース。扱った事例としては、自転車

の特許出願が持ち込まれて、事情を聴くとインターネット

で 8 カ月前から販売していた。独国では実用新案でも猶予

期間は 6 か月なので、12 か月の猶予期間がある米国に出

願した。 

②複数件の場

合どの程度の

比 

③ 公表の態

様 

この自転車特許出願の場合、販売開始後の出願。 

4. 国内でグレースピリ

オドを使用が出来なかった（し

なかった）理由。 

特許では適用範囲が狭くてほとんど使えない。 

5.外国出願でグレースピリオ

ドが使えなかった場合の理由。 

6か月の猶予期間では調査している間に適用期間が過ぎて

使えなくなる。 

6.グレースピ

リオドの今後

の考え方 

（４）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。 

（１） 猶 予

期間を１２カ

月にする。（長

くする） 

賛成。使える制度にするため。 

（２） 制 度

上の対象の範

囲を、「本人が

賛成。使える制度にするため。 



積極的に開示

したもの全て

とする 

（３） 出 願

時に公表に関

する事実表示

する。 

反対。意に反した公表など証拠集めが非常に難しい。 

（４） 起 算

日を優先日と

する。 

賛成。 

７．どの項目

を懸念するか 

8）まで 非常に強く懸念・関心がある、強い懸念・関心がある、一定程度

の懸念・関心がある、のいずれの立場か。 

1）猶予期間 強い懸念・関心がある。 

2）制度上の対

象の範囲 

非常に強い懸念・関心がある。 

3）出願時に公

表に関する事

実を表示する

必要性 

強い懸念・関心がある。 

市民法の場合は証拠の開示は重要である。 

4）起算日 非常に強い懸念（関心がある）。 

5）先使用権 非常に強い懸念・関心がある。 

6）18 月にお

ける出願公開 

非常に強い懸念・関心がある。 

短いほうが好ましいが妥協する。 

7) 手続きの容

易さ 

非常に強い懸念・関心がある。 

8) 他国との制

度調和 

非常に強い懸念・関心がある。。 

Part Ⅱ （大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問） 

1. 特許

法改正前後の

違いは何です

か。（特許法改

正 の あ っ た

国） 

該当しない。 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

①特許化のた

め公表を遅く

したり、やめ

た例 

大学は変わってきている。特許にも関心を示すようになっ

てきている。特許出願を考慮して発表する傾向に変わって

いる。 

②  グレース

ピリオドによ

り 不 確 実 要

素、期間が増

大し事業推進

の障害になっ

た例 

法の安定性が重要だが、これは十分安定しており、GP を

導入したからと言って揺らぐことはない。先発明主義の場

合は大きな影響があるが、先出願主義の場合は、期間が明

らかなためそれほど重要な問題ではない。 

③  早期の公

表や発表によ

 



り特許化に失

敗した例 

④  中小企業

と大学や研究

所との共同研

究で論文発表

が優先された 

例。 

大学、中小企業を教育する必要がある。 

⑤特にバイオ

テクノロジー

など実験デー

タのためグレ

ースピリオド

が必要である 

例。 

特許を取る前に発表すべきではない。GP を最初から当て

にするのは間違い。 

⑥公開実験が

必要であるた

め、グレース

ピリオドが必

要な例。 

その他の欄参照。 

Part Ⅲ 大学特許専門家、特許事務所に対する質問 

1.特許法の改

正の背景（特

許法が改正さ

れた国） 

 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

既述。 

その他 

◎7 年前のセミナーでドナルド・チズム教授（Professor Donald Chisum ,professor of law 

University of Washington）に聞いたとこと、もし米国が先発明主義を変更したら大きな前

進が期待できるが、その見込みは薄く、実現には数十年かかると言っていた。 

◎独国は「米国が先発明主義を変更した後、独国、欧州の GP 制度をどうするか議論を始

める。」と言う進め方が共通の理解となっている。 

◎実用新案を多くの企業が使わない理由は、①登録だけなので十分な審査が行われず、権

利を守るための役に立たない。②多くの企業は特許出願して、特許庁からの審査レポート

を見て、その特許が強い特許かどうか判定する。これにより外国出願するかどうかなどを

判断している。審査レポートが出ない実用新案は、企業に取り利益がない。 

◎大学の研究と発表する権利は憲法で保障されている。したがって、企業が契約で公表を

制限しているが、法律上この契約で大学を拘束するのは難しい。 

◎私見だが、化学業界は大学と共同研究を行うことが多くそれが特許になっている。した

がって、化学業界は GP 廃止に反対したと思う。 

 



参考文献など入手物 

 



 

インタビュー対象者：特許事務所 （Ｉ） 

所属・肩書： パートナー 弁理士 

インタビュー日時・場所 ：2010 年 12 月 ミュンヘン 

 

Part Ⅰ 大学の知財研究者以外 

１．特許出願

件数・取り扱

い数（過去１

年間） 

①国内 全出願数（GP 利用数）100 件（０） 

②外国 全出願数（GP 利用数） 30～40 件（なし） 

 ・USA 10 件 

 ・日本 10 件 

 ・韓国 

 ・ロシア 

 ・中国 10 件 

 ・カナダ 

 ・その他 インド 10 件 

当特許事務所の来歴から、仏国の自動車会社や日本企業の

顧客が多い。 

③ 技術分野 機械（自動車）やエレクトロニクス 

２．国内出願

で GP を使用

した場合 

①使用を考え

た時期 

過去 6 年間に１０件程度の実用新案を申請した。 

扱った例では、特許申請の際に公表が判明したため実用新

案の申請を進めた。 

公表の形態はトレードフェア出品、新聞発表済み（２～３

年前）。また、意匠にも GP がある。 

通常は、依頼された出願をする際に、事情を聴いて公表し

たことが判る。顧客の資料を信頼して、その他に独自に調

査することはない。 

②出願時期の

比 

⑦� 公 表

の形態 

３．外国出願

でグレースピ

リオドを使用

した場合（複

数国の場合は

国ごと） 

①グレースピ

リオドの使用

を考えた時期 

該当なし。米国に関してもない。 

②複数件の場

合どの程度の

比 

 

③ 公表の態

様 

 

4. 国内でグレースピリ

オドを使用が出来なかった（し

なかった）理由。 

独国では適用できる場合が限定されている。 

5.外国出願でグレースピリオ

ドが使えなかった場合の理由。 

 

6.グレースピ

リオドの今後

の考え方 

（４）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。 

（１） 猶 予

期間を１２カ

月にする。（長

くする） 

反対。 

複雑な制度になる。公表の事実を確定するのが難しい。

また、裁判所は抵触裁判などで多くの案件を抱えておりこ

れ以上制度を複雑にしない方がよい。 

（２） 制 度

上の対象の範

囲を、「本人が

積極的に開示

したもの全て

反対。 

複雑な制度になる。独国の GP は限定されており、企業

は意に反した公表など非常に尐ない例でしか使えない。 

制度の改変より、中小企業や、研究者を教育する方が効果

ある。 



とする 特許運用はすでに複雑で、多額の費用がかかるこれ以上

それを増加させるべきではない。 

（３） 出 願

時に公表に関

する事実表示

する。 

同意する。 

（４） 起 算

日を優先日と

する。 

賛成。優先日がよい。 

７．どの項目

を懸念するか 

8）まで 非常に強い懸念・関心がある、強い懸念・関心がある・一定程度

の懸念・関心がある、のいずれの立場か。 

1）猶予期間 強い懸念・関心がある。 

2）制度上の対

象の範囲 

強い懸念・関心がある。 

3）出願時に公

表に関する事

実を表示する

必要性 

強い懸念・関心がある。 

4）起算日 強い懸念・関心がある。 

5）先使用権 強い懸念・関心がある。 

6）18 月にお

ける出願公開 

一定程度の懸念・関心がある。 

7) 手続きの容

易さ 

強い懸念・関心がある。 

8) 他国との制

度調和 

非常に強い懸念・関心がある。 

Part Ⅱ （大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問） 

1. 特許

法改正前後の

違いは何です

か。（特許法改

正 の あ っ た

国） 

該当なし。 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

①特許化のた

め公表を遅く

したり、やめ

た例 

特許を取るためには必要な措置である。 

特に基礎科学では数カ月の遅れは許容すべきだ。 

②  グレース

ピリオドによ

り 不 確 実 要

素、期間が増

大し事業推進

の障害になっ

た例 

重要ではあるが、制度をわかりやすくし、不確実性を減ら

すことが重要。 

 

③  早期の公

表や発表によ

り特許化に失

発明者はあまり早期に公表すべきではない。顧客には申請

前には公表しないように言っている。 



敗した例 

④  中小企業

と大学や研究

所との共同研

究で論文発表

が優先された 

例。 

そのような例を扱ったことはない。 

⑤特にバイオ

テクノロジー

など実験デー

タのためグレ

ースピリオド

が必要である 

例。 

特定の分野の主張と思う。 

⑥公開実験が

必要であるた

め、グレース

ピリオドが必

要な例。 

自動車業界は自前のテストコースを造り性能テストをし

ている。業界の事情を主張するのではなく、制度に対応し

た実験をすべきだ。 

Part Ⅲ 大学特許専門家、特許事務所に対する質問 

1.特許法の改

正の背景（特

許法が改正さ

れた国） 

 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

既述。 

その他 

◎大学は特許による収入を増やせば、財政的に安定しより自治能力が高まると思うが、特

許より発表を重視している。 

◎ 独国では知財法廷は専門の裁判官が行う。法律専門家と技術の専門家（２～３人）が

担当する。 

◎当特許事務所は、１９２６にベルリンで設立され、WWⅡ後ミュンヘンに移ってきた。

仏国や日本の顧客が多い。 

参考文献など入手物 

 

 



 

（４）豪州 ヒアリング記録 
インタビュー対象：知的財産専攻大学教授 （Ｊ）  

所属・肩書：Queensland University of Technology, 法学部 教授 

インタビュー日時・場所 2010 年 11 月 ブリスベーン 

 

Part Ⅰ 大学の知財研究者以外 

該当しない。 

Part Ⅱ （大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問） 

該当しない。 

Part Ⅲ 大学特許専門家、特許事務所に対する質問 

1.特許法の改

正の背景（特

許法が改正さ

れた国） 

①改正法グレ

ースピリオド

に関する改正

の理由と社会

背景 

 豪州は米国・豪州自由貿易協定（以下、FTA）を結ぶ

ため GP を導入することになった。FTA によって相手

国の法律との調和が義務化された。 

 GP が成立された際、２年後レビューすることがきめ

られた。 

②  次の条件

に関する意見

および一番大

課題は何だっ

たか 

 

・適用分野 

・期間（12 か月） 

・優先権の適用 

・その他 

③  その時の

各分野の代表

的意見 

 GP導入に対する産業の反応：教授の印象として GPは

歓迎されたようだ。 

以前、産業は不注意な公開のリスクに心配していた。例え

ば、従業員による情報漏れ等。 

④  改正後の

上記①、②に

関する意見・

要望 

 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

①  グレース

ピリオドがな

い場合、公表

が遅れる。 

 絶対新規性（absolute novelty）は重要であり、公開

（disclosure）により新規性を失う。GPは「絶対新規

性」の原則から外れるため、支持しない。 

 公開が早期に行われるため、GPは国民の利益につなが

るという意見には同意しない。その利益が誇張されて

いる。 

②  グレース

ピリオド不確

実要素の増大

から事業推進

の 障 害 に な

る。 

公開が早期に行われるため、GP により企業家の積極的な

投資の困難。リスクをもたらす。もう尐し待ったら投資金

及び投資した時間を守ることができる。 

③  早期の公

表で、特許化

に失敗する場

合がある。 

 

④  中小企業  



と大学や研究

所との共同研

究では論文発

表 が 優 先 さ

れ、特許化が

難しい場合が

ある。 

⑤実験データ

をそろえるの

に時間がかか

る技術があり

グレースピリ

オドが必要で

ある。 

 

⑥  公開実験

が必要である

ため、グレー

スピリオドが

必要である。 

大規模の施設における試験などには使わざるを得ない。

ただし、出版だけのための公開はその理由にならない。 

 

その他 

 先願主義（First to File）がよい。この観点から見れば米国は例外。 

 バックアップとして使うべきである。常に秘密保持契約を持参している訳ではな  

いし、話の中で漏らすこともある。国際社会はこういう不注意による公開がもたらす

厳しい結果を防ぐのに GPを導入した。したがって、GPはバックアップ手段とし利用し、

GPがあるから公表を先にする考えは根本的に間違っている。 

 対象範囲  商品化の可能性を把握は対象外。 

 豪州は仮出願制度があるのでそれを利用すべきだ。GP の詳細発明が公開された場合は

その１２ヶ月以内に仮出願ではなく本出願を提出することが必要である。 

 欧州では GP に賛成していない国が多い。例外的に、スペインおよびポルトガルは GP

があるなど国により制度が異なる。GPに頼ってしまえば GPがない国で特許を取ること

ができない。 

 GP を利用しても第三者が発明を独自に商品化した場合何もできない。発明を公開する

ことによって第三者はそのアイディアを奪って豪州特許庁に早く出願する恐れがあ

る。また、第三者は（本人による特許出願前）発明を利用した場合→利用権を獲得す

る。 

 

参考文献など入手物 

 



 

インタビュー対象：特許事務所 （Ｋ） 

所属・肩書：特許事務所 弁理士（2名）、特許技術者 

インタビュー日時・場所：2010 年 11 月 ブリスベーン 

 

Part Ⅰ 大学の知財研究者以外 

１．特許出願

件数・取り扱

い数（過去１

年間） 

①国内 全出願数：仮出願は年２００件程度 

 

②外国 全出願数（GP 利用数） 

 ・USA ９０件（5~10） 

 ・欧州 PCT １００件 

 ・日本 ２０件以下 

 ・韓国 増加中で１０件 

 ・ロシア ５件以下 

 ・中国 ３０－４０件 

 ・カナダ ２０件 

 ・その他  

③ 技術分野 生命科学、バイオ、科学、鉱業、製造をあつかう。そのほ

か大学の特許も扱っているため、広い範囲の技術 

２．国内出願

で GP を使用

した場合 

①使用を考え

た時期 

申請前に決める。申請前に公表の事実を発見することがで

きれば運がよい。多くの場合何らかの手違いで公表されて

いる。豪州では GP を使う場合本申請となる。仮申請は出

せない。米国のシステムは公表の後でも仮申請ができるの

で使いやすい。 

②出願時期の

比 

 

⑧� 公 表

の形態 

 

３．外国出願

でグレースピ

リオドを使用

した場合（複

数国の場合は

国ごと） 

①グレースピ

リオドの使用

を考えた時期 

豪州の仮出願を米国で出願するため。 

豪州、カナダも使うことがあるが、マーケットが大きいの

で主として米国で使っている。 

②複数件の場

合どの程度の

比 

 

③ 公表の態

様 

 公表、口頭での公表、ポスター展示 

 鉱業では発明を直ぐに使い始めることが多い。 

 公開テストをした場合も GP を使うことがある。 

 

4. 国内でグレースピリ

オドを使用が出来なかった（し

なかった）理由。 

 

5.外国出願でグレースピリオ

ドが使えなかった場合の理由。 

申請期間問題が一番多い。豪州は１２か月であり、他では

短いため。 

申請前に公表しないように顧客にお願いしている。 

公表は、それが事実かどうか確認する必要があり、クレー

ムに書いてあることかどうかの確認が必要である。 

6.グレースピ （４）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。 



リオドの今後

の考え方 

（１） 猶 予

期間を１２カ

月にする。（長

くする） 

賛成 

１２か月が好ましい  

（２） 制 度

上の対象の範

囲を、「本人が

積極的に開示

したもの全て

とする 

賛成 

本人の承諾をえた、及び、承諾なしの開示を対象にするこ

とが好ましい。ただし、特許申請は除外したほうがよい。 

（３） 出 願

時に公表に関

する事実表示

する。 

 

（４） 起 算

日を優先日と

する。 

賛成 

優先権主張日からが好ましい。パリ条約ではそうなってい

るし、世界で統一することが大切である。 

どの項目を懸

念するか 

8）まで 非常に強く懸念・強い懸念・一定程度の懸念のいずれの立場か。 

1）猶予期間  

2）制度上の対

象の範囲 

 

3）出願時に公

表に関する事

実を表示する

必要性 

 

4）起算日  

5）先使用権  

6）18 月にお

ける出願公開 

 

7) 手続きの容

易さ 

 

8) 他国との制

度調和 

 

Part Ⅱ （大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問） 

1. 特許

法改正前後の

違いは何です

か。（特許法改

正 の あ っ た

国） 

①国内でグレ

ースピリオド

使用が増加し

たかどうか。 

 増加した。単純に使える範囲が広くなったため。 

 以前の法は厳しいため、申請以前に公表されると技術

的に特許申請ができないことになる。これは特許法の

精神から言ってもおかしい。 

 改正されたのは、法（Act）ではなく規則（legislation）

であり、これがよく変更されて扱いにくい。 

 改正以前の GP は仮申請の日付が基準であったが、改

正後は本申請の日付が基準になった。 

②外国出願で

グレースピリ

オド使用が増

加した。 

 改正後は外国への GP 出願はゼロから５件に増えた。 

 

③以上の要因

となる要素 

 単純に使えるようになったため。 

 



④法改正後グ

レースピリオ

ドが使いやす

く な っ た こ

と。 

 ２００２年以前は限られた理由、たとえば博覧会への

出展などしか認められていなかった、改正後は対象理

由が拡大された。 

 改正前の適用事由にある、協会（learned Society）

や正当な理由のある公的試験はどれが該当するかあい

まいであり使うのが困難である。 

⑤法改正後グ

レースピリオ

ドが使いにく

く な っ た こ

と。 

 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

①特許化のた

め公表を遅ら

せたり、やめ

た例 

 特許申請がすむまで公表を遅らせるのは当然のこと。

そのように顧客にはお願いしている。 

 

②  グレース

ピリオドによ

り 不 確 実 要

素、期間が増

大し事業推進

の障害になっ

た例 

 

③  早期の公

表や発表によ

り特許化に失

敗した例 

 

④  中小企業

と大学や研究

所との共同研

究で論文発表

が優先された 

例。 

 中小企業が大学などと共同研究をする場合、力の関係

から先に発表されることはあるだろう。しかし、大部

分はうまくやっている。 

 

⑤特にバイオ

テクノロジー

など実験デー

タのためグレ

ースピリオド

が必要である 

例。 

 データの蓄積が必要なため GP が有用であるのは事実

である。公表後にたくさんのデータをそろえなければ

ならないことがある。 

 

⑥公開実験が

必要であるた

め、グレース

ピリオドが必

要な例。 

 公開テストが必要な業種は、鉱業や農業など顧客の中

に多い。絶対に必要である。 

 

Part Ⅲ 大学特許専門家、特許事務所に対する質問 



1.特許法の改

正の背景（特

許法が改正さ

れた国） 

 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

 

その他 

 多くの場合は、何かの手違いで公表された場合に使っている。 

 申請前に公表すると新規性を失うことを全く知らない顧客もいる。 

参考文献など入手物 

 



 

インタビュー対象： 電池関係ベンチャー企業 （Ｌ） 

所属・肩書： 主任技師、技師 

インタビュー日時・場所 ：2010 年 11 月 ブリスベーン郊外 

 

Part Ⅰ 大学の知財研究者以外 

１．特許出願

件数・取り扱

い数（過去１

年間） 

①国内 全出願数（GP 利用数）６件 

②外国 全出願数（GP 利用数） 
 米国、欧州などが主要マーケットととらえており、出

願している。 欧州は各国で数万ドル費用がかかる。 
 中国、インドは出願する価値があるかどうかわからな

い。 
 GP は使っていない。特許事務所から使わないよう注意

されている。 
 アイディアをテストし使えるとわかると、弁理士に話、

仮出願する。 
 仮出願は自分で３，４ページの技術要点を書けば８０

ドルで出願できる。弁理士に任せると４０００ドルで
ある。 

③ 技術分野 大型 2 次電池（臭化亜鉛電池） 

２．国内出願

で GP を使用

した場合 

①使用を考え

た時期 

 

②出願時期の

比 

 

③公表の形態  

３．外国出願

でグレースピ

リオドを使用

した場合（複

数国の場合は

国ごと） 

①グレースピ

リオドの使用

を考えた時期 

 

②複数件の場

合どの程度の

比 

 

③ 公表の態

様 

 

4. 国内でグレースピリ

オドを使用が出来なかった（し

なかった）理由。 

 

5.外国出願でグレースピリオ

ドが使えなかった場合の理由。 

 

6.グレースピ

リオドの今後

の考え方 

（４）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。 

（１） 猶 予

期間を１２カ

月にする。（長

くする） 

回答なし。（２）以下省略 

 



 

インタビュー対象者：大学技術移転会社 （Ｍ） 

所属・肩書：事業化部門 課長、知財部門課長  

インタビュー日時・場所： 2010 年 11 月 ブリスベーン郊外 

 

Part Ⅰ 大学の知財研究者以外 

１．特許出願

件数・取り扱

い数（過去１

年間） 

①国内 全出願数（GP 利用数）８０件、そのうち５０件が仮特許

（２件） 

②外国  ・USA 30 件（2） 

 ・欧州 30 件 

 ・日本 5 件 

 ・韓国 5 件 

 ・ロシア  

 ・中国 10 件 

 ・カナダ 15 件 

 ・その他  

 米国と欧州の市場が大きいので出願する。磁気共鳴では

米国、欧州、独国に出願している。日本は個別に判断す

る。 

 同時期に 30 件の特許を米国、欧州に申請したが日本は 5

件である。日本は申請コストが高いのが問題である。申

請のほかに翻訳など様々なコストがかかる。 

 日本の審査はほかの国と異なり、手続きも外国からは難

しい。弁理士の手数料が高い。 

 韓国も専門の翻訳はコストが高い。 

③ 技術分野 磁気共鳴、MRI 設計、ワクチン、バイオ、ナノ、医療機

器、色素増感太陽電池、重量機械は扱わないが、金属加工

は扱う。たとえばスポーツブラなどもあり広い範囲の技

術。 

２．国内出願

で GP を使用

した場合 

①使用を考え

た時期 

出願前の調査で公表が明らかになった場合。 

②出願時期の

比 

 

⑨� 公 表

の形態 

論文発表、学会やインターネットでの公表もある。 

３．外国出願

でグレースピ

リオドを使用

した場合（複

数国の場合は

国ごと） 

①グレースピ

リオドの使用

を考えた時期 

出願前の調査で公表が明らかになった場合。 

②複数件の場

合どの程度の

比 

 

③ 公表の態

様 

論文発表、学会やインターネットでの公表もある。 

4. 国内でグレースピリ

オドを使用が出来なかった（し

なかった）理由。 

 

5.外国出願でグレースピリオ

ドが使えなかった場合の理由。 

 欧州、日本は期間が短いため使うのが難しい。 

 欧州で適用範囲の Learned Society の定義があいま

い。適用範囲が狭すぎる。 



 

6.グレースピ

リオドの今後

の考え方 

（４）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。 

（１） 猶 予

期間を１２カ

月にする。（長

くする） 

賛成 ： 12 か月が使いやすい。 日本が 12 カ月になれ

ば GP 日本出願は増加する。世界的に統一されるのが望ま

しい。 

（２） 制 度

上の対象の範

囲を、「本人が

積極的に開示

したもの全て

とする 

賛成 ： 欧州は展示会など限定されている。論文発表も

対象外で使いにくい。米国と同じにすることが望ましい。 

（３） 出 願

時に公表に関

する事実表示

する。 

かなり重要。 

（４） 起 算

日を優先日と

する。 

賛成。 

どの項目を懸

念するか 

8）まで 非常に強く懸念・関心がある、強い懸念・関心がある、一定程度

の懸念・関心がある、のいずれの立場か。 

1）猶予期間 非常に強く懸念・関心がある 

12 か月が使いやすい。 

2）制度上の対

象の範囲 

非常に強く懸念・関心がある 

欧州は展示会など限定されている。論文発表も対象外で使

いにくい。米国と同じにすることが望ましい。 

3）出願時に公

表に関する事

実を表示する

必要性 

強い懸念・関心がある 

4）起算日 一定程度の懸念・関心がある。 

特に意見なし。 

5）先使用権 一定程度の懸念・関心がある。 

特に意見なし。 

6）18 月にお

ける出願公開 

一定程度の懸念・関心がある。 

特に意見なし。 

7) 手続きの容

易さ 

非常に強く懸念・関心がある 

特に日本は特殊 

8) 他国との制

度調和 

非常に強く懸念・関心がある 

世界的に統一されるのが望ましい。 

Part Ⅱ （大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問） 

1. 特許

法改正前後の

違いは何です

か。（特許法改

正 の あ っ た

国） 

①国内でグレ

ースピリオド

使用が増加し

たかどうか。 

変わらない。米国が GP 出願の主な対象国であり、豪州の

制度が変わっても変化しない。 

 

②外国出願で

グレースピリ

オド使用が増

1) 増加した国 

2) 減尐した国 



加した。 

③以上の要因

となる要素 

 

④法改正後グ

レースピリオ

ドが使いやす

く な っ た こ

と。 

 

⑤法改正後グ

レースピリオ

ドが使いにく

く な っ た こ

と。 

 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

①特許化のた

め公表を遅く

したり、やめ

た例 

グレースピリオドにより公表が遅れることはない。大学は

公表するのが使命である。研究者が論文の草稿を書くと、

特許事務所にそれを送り、特許化と公表が同時進行する。

これは教育と特許の管理の問題である。公表前に特許が出

せれば欧州での特許化の心配をしなくて済む。 

 

②  グレース

ピリオドによ

り 不 確 実 要

素、期間が増

大し事業推進

の障害になっ

た例 

 特許の不安定性は実用上はあまり重要な問題ではな

い。 

 

③  早期の公

表や発表によ

り特許化に失

敗した例 

 未完成技術の問題も市場への影響は尐ない。 

 

④  中小企業

と大学や研究

所との共同研

究で論文発表

が優先された 

例。 

 中小企業との力関係は契約で一方的にならないように

している。 

 

⑤特にバイオ

テクノロジー

など実験デー

タのためグレ

ースピリオド

が必要である 

例。 

 

⑥公開実験が

必要であるた

め、グレース

ピリオドが必

要な例。 

 公開テストは大学では重要で、学生がいつもどこかに

いる。 

 

Part Ⅲ 大学特許専門家、特許事務所に対する質問 



1.特許法の改

正の背景（特

許法が改正さ

れた国） 

 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

 

その他 

 

参考文献など入手物 

 



 

インタビュー対象：大学技術移転会社  （Ｎ） 

所属・肩書： 渉外部 課長 

インタビュー日時・場所 ： 2010 年 11 月 ブリスベーン 

 

Part Ⅰ 大学の知財研究者以外 

１．特許出願

件数・取り扱

い数（過去１

年間） 

①国内 全出願数（GP 利用数）詳しい数は公表しない。 

過去１年間 ２ケタの数   グレースピリオド使用

申請 １０件以内 

 

②外国 全出願数（GP 利用数） 

 米、カナダ、豪州 
 その他の国は商業的に有用かどうかで判断する。 

③ 技術分野  

２．国内出願

で GP を使用

した場合 

①使用を考え

た時期 

申請前に公表したことが、特許申請時の調査でわかったた

め。申請前に公表した技術は GP を使うが、通常は公表前

に仮出願 により申請するのが基本方針である。GP があ

るから先に公表すると判断することはない。 

②出願時期の

比 

 

⑩� 公 表

の形態 

 

３．外国出願

でグレースピ

リオドを使用

した場合（複

数国の場合は

国ごと） 

①グレースピ

リオドの使用

を考えた時期 

外国出願は GP については６カ月の国が多いため事実上

使えない。また、欧州は適用分野が狭いため使いにくい。 

 

②複数件の場

合どの程度の

比 

 

③ 公表の態

様 

 

4. 国内でグレースピリ

オドを使用が出来なかった（し

なかった）理由。 

 

5.外国出願でグレースピリオ

ドが使えなかった場合の理由。 

 

6.グレースピ

リオドの今後

の考え方 

（４）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。 

（１） 猶 予

期間を１２カ

月にする。（長

くする） 

賛成。 

期間は長いほうが望ましい。 

（２） 制 度

上の対象の範

囲を、「本人が

積極的に開示

したもの全て

とする 

 

（３） 出 願

時に公表に関

する事実表示

反対。 

公表の証明はいずれ必要なので、申請時にする必要はな

い。 



する。  

（４） 起 算

日を優先日と

する。 

反対。 

出願日基準がわかりやすいため好ましい。 

 

７．どの項目

を懸念するか 

8）まで 非常に強く懸念・関心がある、強い懸念・関心がある、一定程度

の懸念・関心がある、のいずれの立場か。 

1）猶予期間 一定程度の懸念・関心がある  

2）制度上の対

象の範囲 

強い懸念・関心がある 

3）出願時に公

表に関する事

実を表示する

必要性 

一定程度の懸念・関心がある 

4）起算日 非常に強く懸念・関心がある 

5）先使用権 一定程度の懸念・関心がある 

6）18 月にお

ける出願公開 

一定程度の懸念・関心がある 

7) 手続きの容

易さ 

一定程度の懸念・関心がある 

8) 他国との制

度調和 

強い懸念・関心がある 

様々な制度があると使いにくい。 

 

Part Ⅱ （大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問） 

1. 特許

法改正前後の

違いは何です

か。（特許法改

正 の あ っ た

国） 

①国内でグレ

ースピリオド

使用が増加し

たかどうか。 

いくらか増加した 

②外国出願で

グレースピリ

オド使用が増

加した。 

（GP に関して、米国と同じ制度にしたため、）米国に対し

て使いやすくなった。 

 

③以上の要因

となる要素 

 

④法改正後グ

レースピリオ

ドが使いやす

く な っ た こ

と。 

 

⑤法改正後グ

レースピリオ

ドが使いにく

く な っ た こ

と。 

 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

①特許化のた

め公表を遅ら

せたり、やめ

た例 

様々なケースが考えられるが、原則として出願前には発表

をしないようにしている。共同研究に関与しているが出願

前には技術を発表しない方針をとっている。 

②  グレース

ピリオドによ

発表は誰が発明者か不透明度が増える。 



り 不 確 実 要

素、期間が増

大し事業推進

の障害になっ

た例 

③  早期の公

表や発表によ

り特許化に失

敗した例 

初期技術は競合技術や回避技術が存在することが多く、申

請前の調査で分かることが多い。そのため権利化するには

早期の公表しないようにしている。 

④  中小企業

と大学や研究

所との共同研

究で論文発表

が優先された 

例。 

共同研究は契約により大学が勝手に発表しないようにし

ている。しかし、契約のひな型等を標準として用意しては

いない。 

⑤特にバイオ

テクノロジー

など実験デー

タのためグレ

ースピリオド

が必要である 

例。 

データの準備で特許申請が遅れることはない。大学の研究

は質が高いため特許申請するために追加データをとるよ

うなことはない。 

⑥公開実験が

必要であるた

め、グレース

ピリオドが必

要な例。 

 

Part Ⅲ 大学特許専門家、特許事務所に対する質問 

 

その他 

 

参考文献など入手物 

 



 

インタビュー対象：特許事務所 （Ｐ） 

所属・肩書：弁理士 

インタビュー日時・場所： 2010 年 11 月  シドニー 

 

Part Ⅰ 大学の知財研究者以外 

１．特許出願

件数・取り扱

い数（過去１

年間） 

①国内 全出願数（GP 利用数）1600件（10件以下） 

②外国 全出願数（GP 利用数） 

 ・USA 150 件(5 件) 

 ・欧州 

 ・日本 30 件 

 ・韓国 10 件 

 ・ロシア 10 件 

 ・中国 30 件 

 ・カナダ 30 件 

 ・その他  

③ 技術分野 幅広い技術（すべて） 

２．国内出願

で GP を使用

した場合 

①使用を考え

た時期 

事後の場合がほとんど。例えば、 

 

②出願時期の

比 

 

⑪� 公 表

の形態 

出版（投稿論文；米国のみに申請した場合）、試験、商品

を販売や発表後など。海外で特許申請が出版された時 

 

３．外国出願

でグレースピ

リオドを使用

した場合（複

数国の場合は

国ごと） 

①グレースピ

リオドの使用

を考えた時期 

米国のみ。他の国の GPを利用したことない。（最近の一年

間） 

約５件（事後が多い） 

 

②複数件の場

合どの程度の

比 

 

③ 公表の態

様 

 

4. 国内でグレースピリ

オドを使用が出来なかった（し

なかった）理由。 

 

5.外国出願でグレースピリオ

ドが使えなかった場合の理由。 

 

6.グレースピ

リオドの今後

の考え方 

（４）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。 

（１） 猶 予

期間を１２カ

月にする。（長

くする） 

 

（２） 制 度

上の対象の範

囲を、「本人が

積極的に開示

したもの全て

とする 

 



（３） 出 願

時に公表に関

する事実表示

する。 

 

（４） 起 算

日を優先日と

する。 

 

７．どの項目

を懸念するか 

8）まで 非常に強く懸念・関心がある、強い懸念・関心がある、一定程度

の懸念・関心がある、のいずれの立場か。 

1）猶予期間 一定程度の懸念・関心がある  

2）制度上の対

象の範囲 

一定程度の懸念・関心がある 

3）出願時に公

表に関する事

実を表示する

必要性 

非常に強く懸念・関心がある 

4）起算日 一定程度の懸念・関心がある 

本出願日にするのが望ましい 

5）先使用権 非常に強く懸念・関心がある 

GPに頼った期間中に、第三者は継続的に発明の使用が OK。

だれかが自分の発明を守らなければ、特に完全出願日の前

に、先使用者は発明の利用に伴うコストなどを担うし、継

続的利用を許すべき。 

6）18 月にお

ける出願公開 

一定程度の懸念・関心がある 

豪州の場合は、仮出願の時に、申請者名、タイトル、申請

日のみが公表される 

7) 手続きの容

易さ 

一定程度の懸念・関心がある 

8) 他国との制

度調和 

非常に強く懸念・関心がある 

Part Ⅱ （大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問） 

1. 特許

法改正前後の

違いは何です

か。（特許法改

正 の あ っ た

国） 

①国内でグレ

ースピリオド

使用が増加し

たかどうか。 

国内の利用増加。 

②外国出願で

グレースピリ

オド使用が増

加した。 

外国出願での利用は変化なし（関係ない） 

 

③以上の要因

となる要素 

 制度の適用範囲の拡大・縮小：デザイン法は GPがない。

特許の場合 GPに頼れる。 

④法改正後グ

レースピリオ

ドが使いやす

く な っ た こ

と。 

 

⑤法改正後グ

レースピリオ

ドが使いにく

法改正後グレースピリオドが使いにくくなった事例がな

い。 

 



く な っ た こ

と。 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

①特許化のた

め公表を遅ら

せたり、やめ

た例 

お客さんに出願前の公表に注意する。また、特許申請する

ために公表を遅くすることが、特許制度の目的を損うと思

わない。 

顧客には民間企業が多く、この条件はほとんど適応してい

ない。多くの顧客は社内の研究所・テストに頼る。しかし、

バイオサイエンスでは、大学に依頼する場合がある1。近

年、大学は商業的インパクトを増加させようとしている。

例えば、CSIRO Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organization）が活発である。 

②  グレース

ピリオドによ

り 不 確 実 要

素、期間が増

大し事業推進

の障害になっ

た例 

ある程度賛成する。しかし、GP を変更することによって

これを改善できる。特に、公表を証明することを義務化さ

せることで改善できる。この情報は、出願日(filing date)

に公開してもよいだろう。非 GP の出願の場合は、出願公

開前に priority filing に頼っているかどうかよく分か

る。例えば、U.S. first filing の場合 register からそ

の情報を得ることができる。 

③  早期の公

表や発表によ

り特許化に失

敗した例 

このような事例は思いつかない。 

④  中小企業

と大学や研究

所との共同研

究で論文発表

が優先された 

例。 

論文を読んだことがあるが、自分の仕事にはこのような問

題に関する経験はない。 

⑤特にバイオ

テクノロジー

など実験デー

タのためグレ

ースピリオド

が必要である 

自分の分野（バイオテック）ではないが、特許制度の公表

を考えた上、このようなデータの追加に賛成する。ただし、

保護のスコープが変わらないことが重要だ。 

 

                                                   

 



例。 

⑥公開実験が

必要であるた

め、グレース

ピリオドが必

要な例。 

002 年の GP の導入前、「Reasonable Trial」の GP があっ

た。だから、避けられない公的試験は前から GPが使える。 

Part Ⅲ 大学特許専門家、特許事務所に対する質問 

 

その他 

 

参考文献など入手物 

 

 

 



（５）韓国ヒアリング記録 
インタビュー対象者：大学教授 （Ｑ） 

所属・肩書：法科大学院 教授 

インタビュー日時・場所 2011 年 1 月 ソウル 

 

Part Ⅰ 大学の知財研究者以外 

該当なし。 

Part Ⅱ （大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問） 

6.グレースピ

リオドの今

後の考え方 

（４）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。 

（１） 猶予期間を１

２カ月にする。（長くす

る） 

・大学の先生にとって、グレースピリオドの期間が 6

ヶ月が１２ヶ月になってもあまり違いはない。韓国の

場合は出願が多いのは電子工学であり成立が早

い方がいい。逆に、製薬会社は遅くしてほしいの

ではないか。 

 

（２） 制度上の対象

の範囲を、「本人が積極

的に開示したもの全て

とする 

 

（３） 出願時に公表

に関する事実表示する。 

 

（４） 起算日を優先

日とする。 

 

Part Ⅲ 大学特許専門家、特許事務所に対する質問 

1.特許法

の改正の

背景（特

許法が改

正された

国） 

①改正

法グレ

ースピ

リオド

に関す

る改正

の理由

と社会

背景 

 一番大きな理由は、特許の審査が遅れていたため、審査期間を短

くしようと、次のような様々な制度を導入してきた。 

・優先審査制度の導入 

・審査官の人員増 

・審査官にノルマを与え、成果主義を導入 

しかし、国の技術・経済の発展が重なり、特許出願件数が世界の

３，４位になる等一気に増加したので、審査官を3年間にわたり増員

したが成果は得られなかった。 

これに対し、米国は特許成立までの期間を短縮する、実効のある

対策を求めた。 

そのため、特許庁は日本と同じような制度を取り入れて早く審査

できるように、優先審査の制度を導入した。 

従って、今回の特許法改正も、審査のスピードアップ政策の一連

の流れであり、０７年の FTA （自由貿易協定＝ Free Trade 

Agreement）との関係も重要であるが、それが唯一の要因ではな

い。 

 基本的に米国を参考にしたので、改正特許法は米国の制度に似て



いる。適用分野を拡大している。前は日本とほぼ同じであったが、

２００７年から０８年にかけて日本と違ってきた。研究開発を活

発しようとする目的も入っている。 

 韓国の特許庁長官は日本の長官と立場が全く異なる。韓国では、

特許庁長官は特許制度を変更して、政界で実績づくりにしようと

考えるため、過去に無茶な政策を幾つも行った。社会ではなく政

治家個人の利益を優先した部分もある。 

 それらの政策の一つに審査制度の変更（実績主義）も入っている。 

実績主義を導入し、審査官は特許審査数が多ければボーナスが多

いため、数をこなすが、審査の質は当然落ちる。これでよかった

か反省する必要がある。 

②  次

の条件

に関す

る意見

および

一番大

課題は

何だっ

たか 

 

 

③  そ

の時の

各分野

の代表

的意見 

・大学、研究所 

・企業（化学、医薬、電子・半導体等） 

・中小企業 

・個人発明家 

 

 

④  改

正後の

上 記

①、②

に関す

る 意

見・要

望 

 

2.グレー

スピリオ

ドに関す

る御意見 

①  グ

レース

ピリオ

ドがな

い 場

合、公

表が遅

れる。 

特許もバランスをとるべき。早い審査も遅い審査もその国の政策と市

場を意識して法律の改正・運営すべき。韓国が発展し始めた８０年代

は、知財関係の法律は先進国並みたったが、特許そのものは赤ちゃん

並みであった。あまり技術がないのに、法律だけ整備しても意味が無

い。 

グレースピリオドも同様で、公表の早期化と権利の保護のバランスを

取ることが重要。 
  

②  グ

レース

ピリオ

ド不確

実要素

の増大

できれば短くした方良く、無くても良い。しかし、問題があるからと言っ

て、一気に廃止するのは良くない。 

韓国はあまり検討をしないで、知財法を変更する。結果が悪ければま

た変更するが、もっと慎重に考えるべきだ。法律は最低２０年後のことを

考えるべきである。 

日本の特許制度は、基本的な部分は、５０年間変わらない。韓国の場



から事

業推進

の障害

に な

る。 

合、年に一回か二回改正しているが、これは間違いだ。公務員の実績

づくりのために法律の改正が行われている。このようなことが行われる公

務員制度に問題がある。 

③  早

期の公

表で、

特許化

に失敗

する場

合があ

る。 

 

④  中

小企業

と大学

や研究

所との

共同研

究では

論文発

表が優

先 さ

れ、特

許化が

難しい

場合が

ある。 

韓国の大学の教授は、以前は発表を優先していたが、学会や新聞へ

の発表より、権利化を優先する傾向がある。米国の「Bayh-Dole Act」（バ

イドール法）の影響で、変わってきている。今、研究が金になるという意

識が強くなった。 

従って、企業との共同研究においても、以前はそのような状況だった

が、意識が変化している。最近は、逆にやりすぎるのではないかと思うく

らい大学の先生が、なんでも権利化する傾向がある。 

共同研究で、日本と韓国の大きな違いは、日本では中小企業は大手

企業の代わり大きな役割を果たしているが、韓国は大手企業がメイン。

中小企業は下請け役割を果たしているだけで、共同研究にしめる中小

企業と大学の共同研究は５〜１０％ぐらいで、中小企業との共同研究自

体が尐ない。 

⑤実験

データ

をそろ

えるの

に時間

がかか

る技術

があり

グレー

スピリ

オドが

必要で

ある。 

N/A 

⑥  公

開実験

が必要

である

ため、

グレー

スピリ

オドが

法律でいう、「限定された対象」を字義通りの意味で判断するとその範

囲は大きく解釈されない。特に裁判では狭い範囲で捉えられている。も

う尐し、対象とする規模を拡大すべきなのではないか。 

グレースピリオドの制度がないとできないこともあるが、あまり例外が多

い法律と執行は好ましくない。また、法律を頻繁に変えるべきではない。

悪い法律でも成立したら守るべきであり、改正が必要なら、後のことをよ

く考えて改正すべきである。 
 



必要で

ある。 

その他 

  韓国の教授は日本と違って昇進する際に、かならず世界的な論文集・雑誌（三つぐら

い）に発表にする。しかし、最近特許をとらずに発表するのが問題という意識が増えて、特

許出願→登録＝論文の１つとして認められるようになった。 

 特許に関する費用は大学が出す。その制度はかわってきている。日本と尐し違うのでは

ないか。特許の出願やその実績は学部や大学の実績として認められるようになった。 

 以前はそうではなかったが、徐々に国が論文（特許）に関する目標を設定しはじめた。質

は評価が難しいため、量が重要な評価指標になってきた。年に二つ論文（特許）を提出

する基準であり、達成がなかなか難しい。この指標設定で、論文（特許）の数は底上げさ

れたが、質が向上したかは疑問がある。 

 法制度は、以前日本と似通った制度であった。基本的に日本の教育を受けた世代が作

った。しかし、60 年代は欧州留学組、70 年代以降は米国留学組が増加し、英米法の考

え方が入っている。 

 著作権分野では、日本と韓国はかなり考え方が違っている。 

 

参考文献など入手物 

 



 

 
インタビュー対象者：特許事務所 （Ｒ） 

所属・肩書：①S 氏 社長・特許弁理士②H 氏パートナー（共同経営者）・特許弁理士 

インタビュー日時・場所：2011 年 1 月 ソウル 

 

Part Ⅰ 大学の知財研究者以外 

１．特許出願

件数・取り扱

い数（過去１

年間） 

①国内 全出願数（GP 利用数）： 

韓国内の企業より：2289 件 

海外からの依頼：359 件 

総数：2648 件 

内１５件（0.6% ）は GP を利用した。 

②外国 全出願数（GP 利用数） 

 ・USA：468 件 

 ・日本：246 件 

 ・ロシア：2 件 

 ・中国：163 件 

 ・カナダ：3 件 

 ・その他  

総数：1100 件 

個々の国への出願：1035 件 

PCT（特許協力条約）：65 件 

内４件は GP を利用した。 

③ 技術分野 A. バックライト液晶ディスプレーやその他の

BLU、積層型半導体装置、電子ボード、モーター、

感知装置、発光素子、照射系（50%） 

B. コンピューター関連の技術、半導体、測定装

置、オートメーション装置及びや制御装置（20%） 

C. 自動車・環境工学、流体力学、熱交換器、工

作機械、有機・無機材料、燃料電池、薬剤、バイ

オテク、鋼板（30%） 

２．国内出願

でGP を使用

した場合 

①使用を考えた時期  

②出願時期の比  

③公表の形態 GP を利用した国内出願は A. 刊行物（11 件）、

B. 学会における発表（2 件）、商品の発売（2 件） 

３．外国出願

でグレース

ピリオドを

使用した場

合（複数国の

場合は国ご

と） 

①グレースピリオドの

使用を考えた時期 

 

②複数件の場合どの程

度の比 

 

③ 公表の態様 ４件のすべてが博士論文としての公表物。 

4. 国内でグレースピリオドを使

用が出来なかった（しなかった）理由。 

韓国国内でグレースピリオドの使用に失敗した

数尐ない例がある。理由は使用可能な期間、6 カ

月を過ぎてしまったため。 

5.外国出願でグレースピリオドが使え

なかった場合の理由。 

 

6.グレースピ （４）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。 



リオドの今

後の考え方 

（１） 猶予期間を１

２カ月にする。（長くす

る） 

反対 

現在の六か月で良いと思っている。理想的には、

原出願国の期間が他の国でも有効になることが

望ましい。米国の 12 カ月は長すぎる。 

（２） 制度上の対象

の範囲を、「本人が積極

的に開示したもの全て

とする 

賛成、反対 

Ｓ氏：本人の意図した開示と意図しない第三者の

開示も重要だ。しかし、特許公報（Patent 

Gazette）は除外すべき。 

Ｈ氏：現在の適用範囲は 2001 年に変更されてい

る。変更理由は、IT 技術の発展であり、インター

ネットの発達等で変更しなければならなかった。

米国の、期間、対象範囲（scope）は広過ぎ、EPO

は両方狭過ぎる。現在の韓国のグレースピリオド

の期間および対象範囲でよいと思う。 

（３） 出願時に公表

に関する事実表示する。 

反対 

公示は法的な証拠物になる。韓国では申請の際

「formal statement」の提出が義務づけられてい

る。提出は一般的には困難とは思わない。しかし、

公表が発明者の意に反して行われた場合、発明者

が事実を調査するのが困難なため、提出は不要と

されている。 

また、GP を使う場合は GP を使う「宣誓（the 

statement）」を申請と同時に出さなくてはならな

い。宣誓しないと GP を使う権利を失う。これは

厳しすぎる条件であり、出願後でも GP を使える

ようにすべきだ。 

（４） 起算日を優先

日とする。 

反対、反対 

Ｓ氏：韓国の優先日はパリ条約に基づいている。

GP は特例措置であり、ある意味で、出願日を実

際の出願日より先にすることであり、さらに優先

日を基準として取り扱うと、ある意味で優先日を

2 重に使うことになるので好ましくない。GP の

目的である出願日の前の公表にたいし新規性を

奪わないことが重要と思う。 

H 氏：先出願主義の下では、優先権日を使うとあ

まりに適用範囲が広くなる。従って、出願日を基

準日にすべきと思う。 

どの項目を

懸念するか 

8）まで 非常に強い懸念・関心がある、・強い懸念・関心がある、一定程度

の懸念・関心がある、のいずれの立場か。 

1）猶予期間 S 氏：非常に強く懸念・関心がある 

H 氏：非常に強く懸念・関心がある 

2）制度上の対象の範囲 S 氏：一定程度の懸念・関心がある 

H 氏：強い懸念・関心がある 

3）出願時に公表に関す

る事実を表示する必要

性 

S 氏：一定程度の懸念・関心がある 

H 氏：一定程度の懸念・関心がある 

4）起算日 S 氏：一定程度の懸念・関心がある 

H 氏：一定程度の懸念・関心がある 

5）先使用権 S 氏：一定程度の懸念・関心がある 



H 氏：一定程度の懸念・関心がある 

6）18 月における出願公

開 

S 氏：一定程度の懸念・関心がある 

H 氏：一定程度の懸念・関心がある 

7) 手続きの容易さ S 氏：一定程度の懸念・関心がある 

H 氏：一定程度の懸念・関心がある 

8) 他国との制度調和 S 氏：非常に強く懸念・関心がある 

H 氏：強い懸念・関心がある 

Part Ⅱ （大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問） 

1. 特

許法改正前

後の違いは

何 で す か 。

（特許法改

正のあった

国） 

該当なし。（改正特許法の施行はまだ行われていないため。） 

2.グレースピ

リオドに関

する御意見 

①特許化のため公表を

遅らせたり、やめた例 

 

特許制度の目的は、社会に対し発明の公表を促す

ことである。グレースピリオドがないと公表が遅

れる。 

しかし、研究者に対する本特許事務所のアドバイ

スは、先に特許の申請をした方がよい、というこ

とであり、グレースピリオドに頼るべきではな

い。 

② グレースピリオドに

より不確実要素、期間が

増大し事業推進の障害

になった例 

(increased 

uncertainties) 

該当なし 

③ 早期の公表や発表に

より特許化に失敗した

例 

そのような例は想像できない。通常、発明者はと

ても用心深く、弁理士にさえなかなか話してくれ

ない。 

④ 中小企業と大学や研

究所との共同研究で論

文発表が優先された 

例。 

 

共同研究をはじめる前に共同研究契約（CRA）を

結ぶ。この契約がなければ計画を進めるうえで問

題が発生する可能性がある。普段は CRA の中で

グレースピリオドに関する記述がない。 

また多くの韓国の大学教授は特許法に関して知

識を持っている。従って、公表する前に特許申請

をする。  

⑤特にバイオテクノロ

ジーなど実験データの

ためグレースピリオド

が必要である 

例。 

 

S 氏：バイオ技術の特許ではデータおよびサンプ

ルが必要である。この情報を集めるのに大変時間

がかかる。本特許事務所のバイオ担当によると、

データを準備するのに時間が必要な特許もある。

しかし全部のバイオ技術が当てはまるわけでは

ない。例外は何にでもある。 

H 氏：バイオ技術の発明者と話して、はたしてバ

イオに GPを使うことが発明者に有利か疑問を持

った。バイオ技術は競争が激しく、新技術はイン



ターネットで全世界に発信される。第３者がこの

発明を元に開発を行い、GP を使ってほぼ同じ技

術を発明者より先に特許出願できる。このような

状態になれば、技術を防衛するため誰も早期に発

表しなくなる。従って、GP によりバイオ技術を

保護すると言う話はただのお話に過ぎない。最初

の発明者が特許申請した場合、競合する研究者は

特許成立を阻止しようとし、GP は阻止する材料

を提供する。                      

⑥公開実験が必要であ

るため、グレースピリオ

ドが必要な例。 

もちろん、公開実験のためにグレースピリオドが

絶対に必要である。現在韓国では公開実験のため

グレースピリオドを利用することができる。 

自由回答： 

① 発明者はグレースピリオドの利用によって益を得るか疑問もある。インターネットで情

報が早く広がるので、競争企業が公開（disclosure）に関する情報を盗用して類似した

技術などを開発するからである。（Part Ⅱ、２、⑤参照） 

②仮出願に関して：本目的は、データがまだ足りない発明者のアイディアを保護するため

である。仮出願はクレーム無しで申請可能である（後でクレームの追加可能。）また本出願

より仮出願の方が安い。 

③韓国では「実用新案」（Utility Model ）がある。本特許の有効期間より実用新案の有効

期間の方が短い。しかし、実用新案は仮出願の代替方法（substitute method ）ではない。

実用新案の保護内容は本特許とほとんど同じだが期間がより短い（＝10 年間。） 

④韓国の特許法によると、出願申請の際、申請前の公表の事実を提出しなければならなか

った。しかし、発明者の意に反した公表は事実関係を調査することが、発明者にとって困

難であることから提出しなくても良いとされている。（Part Ⅰ、６、（３）参照） 

⑤グレースピリオドに限らず、特許法が毎年のように変わる。法律を改正する前に公共へ

の利益を検討するべきである。 

⑥ 2001 年には韓国のグレースピリオドは改正された。情報技術が進んだことに合せ GP

の適用範囲（スコープ）が変更された。 

 

 



 
インタビュー対象：エレクトロニクス企業 （Ｓ） 

所属・肩書：知的財産センター 課長 

インタビュー日時・場所：2011 年 1 月 ソウル 

 

Part Ⅰ 大学の知財研究者以外 

１．特許出願

件数・取り扱

い数（過去１

年間） 

①国内 全出願数（GP 利用数）2010 暦年：3000～4000 件（GP：

国内出願の場合 GP 利用は非常にまれで約 1％以下。IP セ

ンターが対外発表を管理しているため。） 

②外国 全出願数（GP 利用数）合計：1000～2000 件 

 ・USA：内 100%（GP 利用数は１％以下） 

 ・欧州：内 80% 

 ・日本：内約 80% 

 ・ロシア：内 10~20% 

 ・中国：内 60~70% 

 ・カナダ：内 20~30%（ロシアより多い） 

 ・その他：インド：ロシアと同等。内 20~30%；豪州：

カナダと同等（内 20~30%） 

③ 技術分野 電子機器 

２．国内出願

で GP を使用

した場合 

①使用を考え

た時期 

特許出願の際の調査で判明。 

国内の場合学位論文、学会発表が多数。ガイドラインによ

り防止している。 

②出願時期の

比 

 

③公表の形態 論文及び学会における公開 

３．外国出願

でグレースピ

リオドを使用

した場合（複

数国の場合は

国ごと） 

①グレースピ

リオドの使用

を考えた時期 

 

②複数件の場

合どの程度の

比 

 

③ 公表の態

様 

 

4. 国内でグレースピリ

オドを使用が出来なかった（し

なかった）理由。 

尐ないがある。韓国の場合、申請の際 GP 利用の申請が

必要。申請後 GP 利用が不可で特許申請を断念せざる得な

いケースが、この６年間で１件あり。 

5.外国出願でグレースピリオ

ドが使えなかった場合の理由。 

USP10~15 件）申請。この中で EPO に申請できなかった

例があった。 

6.グレースピ

リオドの今後

の考え方 

（４）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。 

（１） 猶 予

期間を１２カ

月にする。（長

くする） 

賛成 

韓国は 12 カ月に延長する動きが既にはじまった。当社に

とって申請可能期間が長くなるので賛成。 

（２） 制 度

上の対象の範

囲を、「本人が

積極的に開示

したもの全て

賛成。 

現在、GP に関するスコープは日本の規制に近い。スコー

プを幅広くさせることに対して賛成。例えば、Consumer 

Electronics Show (CES)の後で申請ができる。また、各国

の競合企業が同じ規制に従うことになる。ただし、IP セ



とする ンターは「novelty」（新規性）を把握するのが難しくなる。 

（３） 出 願

時に公表に関

する事実表示

する。 

賛成。 

事実表示がなければ審査官の仕事がしづらくなるからで

ある。 

（４） 起 算

日を優先日と

する。 

賛成。 

優先日のほうが合理的。 

７．どの項目

を懸念するか 

8）まで 非常に強く懸念・強い懸念・一定程度の懸念のいずれの立場か。 

1）猶予期間 一定程度の懸念 

2）制度上の対

象の範囲 

非常に強く懸念 

3）出願時に公

表に関する事

実を表示する

必要性 

非常に強く懸念 

4）起算日 強い懸念 

5）先使用権 一定程度：現在、韓国では GP において先使用権がなく

GP が長くなった場合でも先使用権が必要だと思わない。 

6）18 月にお

ける出願公開 

強い懸念 

7) 手続きの容

易さ 

非常に強く懸念 

8) 他国との制

度調和 

強い懸念 

Part Ⅱ （大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問） 

1. 特許

法改正前後の

違いは何です

か。（特許法改

正 の あ っ た

国） 

法の施行がまだなので該当しない。 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

①特許化のた

め公表を遅ら

せたり、やめ

た例 

出願がまだならば、論文の発表を待ってもらう場合があ

る。 

グレースピリオドは特許の概念自体を反しているという

考えがあるが、例外を認める必要があると思う。 

②  グレース

ピリオドによ

り 不 確 実 要

素、期間が増

大し事業推進

の障害になっ

た例 

グレースピリオドは不確実要素を増加させる。 

③  早期の公

表や発表によ

り特許化に失

敗した例 

グレースピリオドはアイディアや技術の早まった公開を

後押すると思わない。また、企業にとっては特許なしでア

イディアおよび技術の公開は利益にならない。 

特許が使えない場合、その特許は意味がない。 



④  中小企業

と大学や研究

所との共同研

究で論文発表

が優先された 

例。 

経験がある。ほとんどの知的財産を社内で管理をすること

ができるのが、大学の場合特許を確保する前に技術を公開

してしまうケースがある。当社は、その場合訴訟はせず、

事例を教訓とする。 

⑤特にバイオ

テクノロジー

など実験デー

タのためグレ

ースピリオド

が必要である 

例。 

製薬会社などが不完全なデータに基づいて出願して特許

の確保に失敗してしまうケースに関しては全くない。→該

当なし。 

⑥公開実験が

必要であるた

め、グレース

ピリオドが必

要な例。 

該当なし。 

その他： 

① 出願制度：韓国では仮出願制度がある。当社はまれに本制度を利用する。あまり利用し

ない理由として本制度の利用が困難であるからである。米国では本制度の利用が容易だ

が。韓国の仮出願は請求項（claims ）なしの完全出願に近い。仮出願利用の主な理由と

して優先日を確保するためである。しかし、先に米国で優先日を確保することができた

ら韓国で優先日を確保する必要がなくなる。仮出願の数に関して正確なデータはないが、

おそらく出願総数の１％以下だと思う。 

②新案特許：当社は実用新案をほとんど利用していない（出願総数の５％以下）。韓国の中

小企業は本制度を利用する場合が多い。当社が本制度をあまり利用しない理由は、知的財

産権の保護が特許より劣ること、より高質な新規性の保護に適さないため。 

 

 

 



 

（６）中国 ヒアリング記録 
インタビュー対象：特許事務所 （ Ｔ ） 

所属・肩書：特許事務所 パートナー 

インタビュー日時・場所 2010 年 12 月 北京 

 

Part Ⅰ 大学の知財研究者以外 

１．特許出願

件数・取り扱

い数（過去１

年間） 

①国内 全出願数（GP 利用数）約 3300（使うことがほとんどない） 

②外国 全出願数（GP 利用数） 

 ・全世界で 40 件程度 

 ◆カナダ、日本、ロシア、韓国、米国 等 

③ 技術分野 国内の出願に関しては、電気、通信、コンピューターサイ

エンスが 1400 件、機械、自動車が 500 件、バイオテクノ

ロジー、製薬、化学が 400 件 

２．国内出願

で GP を使用

した場合 

①使用を考え

た時期 

 

②出願時期の

比 

 

③公表の形態  

３．外国出願

でグレースピ

リオドを使用

した場合（複

数国の場合は

国ごと） 

①グレースピ

リオドの使用

を考えた時期 

 

②複数件の場

合どの程度の

比 

 

③ 公表の態

様 

 

4. 国内でグレースピリ

オドを使用が出来なかった（し

なかった）理由。 

同社のクライアントの大半は大企業であり、大企業の場

合、知的財産に関する戦略を持っており、公開をする前に、

出願を行っている。 

5.外国出願でグレースピリオ

ドが使えなかった場合の理由。 

同社のクライアントの大半は大企業であり、大企業の場

合、知的財産に関する戦略を持っており、公開をする前に、

出願を行っている。 

6.グレースピ

リオドの今後

の考え方 

（４）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。 

（１） 猶 予

期間を１２カ

月にする。（長

くする） 

回答なし。 

（２） 制 度

上の対象の範

囲を、「本人が

積極的に開示

したもの全て

とする 

（３） 出 願

時に公表に関

する事実表示

する。 



（４） 起 算

日を優先日と

する。 

７．どの項目

を懸念するか 

8)まで非常に強い懸念・関心がある、強い懸念・関心がある、一定程度の

懸念・関心がある、のいずれの立場か。 

1）猶予期間 回答なし。 

 2）制度上の対

象の範囲 

3）出願時に公

表に関する事

実を表示する

必要性 

4）起算日 

5）先使用権 

6）18 月にお

ける出願公開 

7) 手続きの容

易さ 

8) 他国との制

度調和 

Part Ⅱ （大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問） 

1. 特許

法改正前後の

違いは何です

か。（特許法改

正 の あ っ た

国） 

該当しない。 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

①特許化のた

め公表を遅ら

せたり、やめ

た例 

同所が関与している 95％以上の特許は GP を利用してい

ない。このことが示しているのは、GP が無くとも特許制

度が巧くいっていることを証左である。 

②  グレース

ピリオドによ

り 不 確 実 要

素、期間が増

大し事業推進

の障害になっ

た例 

GP の不確実要素が事業の推進の障害になると考えてい

る。 

③  早期の公

表や発表によ

り特許化に失

敗した例 

 

④  中小企業

と大学や研究

所との共同研

究で論文発表

が優先された 

GP 制度自体に問題があると思わない。GP 制度の恩恵を

享受する関係者は法に従うべきであろう。 



例。 

⑤特にバイオ

テクノロジー

など実験デー

タのためグレ

ースピリオド

が必要である 

例。 

特許は発明が完了したものに認められるべきであり、そう

でなければ、公平ではない。 

⑥公開実験が

必要であるた

め、グレース

ピリオドが必

要な例。 

大規模の試験が特許申請の障害になるとは考えていない。 

Part Ⅲ 大学特許専門家、特許事務所に対する質問 

1.特許法の改

正の背景（特

許法が改正さ

れた国） 

該当しない。 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

前述 

 



 

インタビュー対象： 特許事務所 （ Ｔ ） 

所属・肩書：特許事務所 パートナー（2 名） 

インタビュー日時・場所 2010 年 12 月 北京 

 

Part Ⅰ 大学の知財研究者以外 

１．特許出願

件数・取り扱

い数（過去１

年間） 

①国内 全出願数（GP 利用数）約 2500（一桁） 

②外国 全出願数（GP 利用数） 

 ・日本 約 1500（一桁） 

 ・欧米 約 500（一桁） 

 ・韓国 約 500（一桁） 

③ 技術分野 電気、そして近年は通信が増加。 

２．国内出願

で GP を使用

した場合 

①使用を考え

た時期 

事前に本制度の使用を考えたことはほとんどなく、出願前

に公表したために使用したケースが多い。 

②出願時期の

比 

 

③公表の形態 博覧会・展示会が多い。 

３．外国出願

でグレースピ

リオドを使用

した場合（複

数国の場合は

国ごと） 

①グレースピ

リオドの使用

を考えた時期 

事前に本制度の使用を考えたことはほとんどなく、出願前

に公表したために使用したケースが多い。 

②複数件の場

合どの程度の

比 

 

③ 公表の態

様 

博覧会・展示会が多い。 

4. 国内でグレースピリ

オドを使用が出来なかった（し

なかった）理由。 

①24 条利用の宣言が別途必要。 

②公開実験が提供範囲に含まれていない。 

③制度が適用される学会、博覧会・展示会の認定を受ける

ことが難しく、認定を受けている学会、博覧会・展示会は

尐ない。 

5.外国出願でグレースピリオ

ドが使えなかった場合の理由。 

制度自体に問題により外国出願でグレースピリオドを

使えなかった例はなく、そもそも外国出願でも当該制度を

積極的に使っていない。 

6.グレースピ

リオドの今後

の考え方 

（４）まで賛成・許容・反対のいずれの立場か。 

（１） 猶 予

期間を１２カ

月にする。（長

くする） 

許容する（特に意見はない）が、これによってグレース

ピリオドを積極的に使用することにはならない。 

（２） 制 度

上の対象の範

囲を、「本人が

積極的に開示

したもの全て

とする 

（３） 出 願

時に公表に関

する事実表示

する。 



（４） 起 算

日を優先日と

する。 

７．どの項目

を懸念するか 

8）まで 非常に強い懸念・関心がある、強い懸念・関心がある、一定程度

の懸念・関心がある、のいずれの立場か。 

1）猶予期間 強いて言えば、先に述べたとおり、 

①24 条利用の宣言が別途必要、 

②公開実験が提供範囲に含まれていない、 

③制度が適用される学会、博覧会・展示会の認定を受ける

ことが難しく、認定を受けている学会、博覧会・展示会は

尐ない、 

の 3 点について懸念がある。 

2）制度上の対

象の範囲 

3）出願時に公

表に関する事

実を表示する

必要性 

4）起算日 

5）先使用権 

6）18 月にお

ける出願公開 

7) 手続きの容

易さ 

8) 他国との制

度調和 

Part Ⅱ （大学・研究所、特許事務所、企業に対する質問） 

1. 特許

法改正前後の

違いは何です

か。（特許法改

正 の あ っ た

国） 

法改正なし 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

①特許化のた

め公表を遅く

したり、やめ

た例 

特にない。 

②  グレース

ピリオドによ

り 不 確 実 要

素、期間が増

大し事業推進

の障害になっ

た例 

特にない。 

③  早期の公

表や発表によ

り特許化に失

敗した例 

特にない。 

④  中小企業

と大学や研究

所との共同研

究で論文発表

が優先された 

特にない。なお、中国では中小企業の特許出願と権利化が

奨励されており、優れた特許を多く有する企業は、法人税

の減免等の優遇措置を得ることができる。このような背景

があるため、出願より論文発表が優先されるケースは生じ

にくいのではないか。 



例。 

⑤特にバイオ

テクノロジー

など実験デー

タのためグレ

ースピリオド

が必要である 

例。 

特にない。 

⑥公開実験が

必要であるた

め、グレース

ピリオドが必

要な例。 

そもそも公開実験はグレースピリオドの適用範囲に含ま

れていない。 

Part Ⅲ 大学特許専門家、特許事務所に対する質問 

1.特許法の改

正の背景（特

許法が改正さ

れた国） 

法改正なし 

2.グレースピ

リオドに関す

る御意見 

①  グレース

ピリオドがな

い場合、公表

が遅れる。 

特にコメントなし。（上記の点が示すとおり、グレースピ

リオドを重用しているわけではないため） 

②  グレース

ピリオド不確

実要素の増大

から事業推進

の 障 害 に な

る。 

特にコメントなし。（上記の点が示すとおり、グレースピ

リオドを重用しているわけではないため） 

③  早期の公

表で、特許化

に失敗する場

合がある。 

特にコメントなし。（上記の点が示すとおり、グレースピ

リオドを重用しているわけではないため） 

④  中小企業

と大学や研究

所との共同研

究では論文発

表 が 優 先 さ

れ、特許化が

難しい場合が

ある。 

特にコメントなし。（上記の点が示すとおり、グレースピ

リオドを重用しているわけではないため） 

⑤実験データ

をそろえるの

に時間がかか

る技術があり

グレースピリ

オドが必要で

ある。 

特にコメントなし。（上記の点が示すとおり、グレースピ

リオドを重用しているわけではないため） 

⑥  公開実験 特にコメントなし。（上記の点が示すとおり、グレースピ



が必要である

ため、グレー

スピリオドが

必要である。 

リオドを重用しているわけではないため） 
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Executive Summary  

The 12-month grace period for patents was introduced on 1 April 2002 as a  

Backing Australia’s Ability initiative.  The grace period protects patents from  

invalidation by publication of the invention made by, or with the consent of, the 

patent applicant or owner during the 12-month period prior to the filing date of 

the application.  The grace period protection only applies in Australia.  At the 

time of introduction, the Government committed to review the grace period two 

years later.  IP Australia released a discussion paper and nine submissions 

were received in response.  The review has now been completed  

 

Given the limited period in which the grace period has been operating, and the 

lack of any judicial consideration of the provisions, it is too early to determine 

whether the grace period has had a positive or negative effect overall.  

However it is noted that the grace period has been used successfully in cases 

of inadvertent disclosure of inventions.  It is too early as yet to assess its use 

in other circumstances.  The absence of universal or harmonised grace 

periods, and particularly the lack of similar provisions in key markets for 

Australian innovators,precludes researchers from relying on the grace period.  

 

As the purpose of introducing a grace period was to provide protection against 

‘inadvertent disclosure’, the provisions are working and being used as 

intended. 
There is no imperative for changes to the grace period at present.  

 

However, the review found a general lack of awareness and/or understanding 

of the grace period among researchers.  The review provides support for 

recommendation 14-4 of the ALRC report Genes and Ingenuity: Gene 

Patenting  

and Human Health (ALRC 99) that research organisations should ensure that  

their researchers are fully informed about the operation of the grace period 

provisions in the Patents Regulations.  

 

The report on the review of the grace period has concluded that no changes 

are necessary at this stage, but that IP Australia should continue to monitor 

international developments.  IP Australia will also continue to ensure that 

there is adequate communication of the key messages regarding the grace 

period.  

 

Recommendations  

1. No changes to the grace period provisions are required at this stage.  

 

2. IP Australia ensures that communication of the grace period provisions is 

effectively targeted at the research sector.  

 

3. IP Australia monitors judicial consideration of the grace period provisions.  

 

4. IP Australia continues to monitor developments in Europe in relation to grace 

periods.  
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Background  

The 12-month grace period for patents was introduced on 1 April 2002 as part 

of the Government's Backing Australia’s Ability innovation action plan.  The 

grace period protects patents from invalidation by a publication of the invention 

made by, or with the consent of, the patent applicant or owner during the 

12-month period prior to the filing date of the application.  The protection given 

by the grace period only applies in Australia.  

 

At the time of its introduction, the Government made commitments to review 

the grace period two years later.  

 

The Australian Law Reform Commission (ALRC) report Genes and Ingenuity:  

Gene Patenting and Human Health (ALRC 99) was tabled in Parliament on 31  

August 2004.  The ALRC considered the grace period closely and 
recommended: 

 

The responsible Minister should initiate a review of the grace period 

provisions in the Patents Regulations 1991 (Cth) to examine: 
(a) whether they are well understood by the research community; and  

(b) how they have affected commercialisation of Australian research 

in Australia or overseas.  

 

A further issue of relevance to the review is Article 17.9.9 of the 

Australia-United States Free Trade Agreement (AUSFTA).  This clause 

requires both countries to provide for a grace period relating to publications 

that:  

 were made or authorised by, or derived from, the patent applicant; and 

 occurred within 12 months prior to the date of filing of the application. 

Consequently, any changes made to the grace period provisions would need 

to be considered in light of Article 17.9.9 of the AUSFTA.  

A discussion paper was prepared incorporating the issues the ALRC has 

raised and also alerting people to the limitations imposed by Article 17.9.9 of 

the AUSFTA.  The discussion paper was posted on IP Australia’s website 

and sent directly to key interest groups, including the patent attorney 

profession and the research sector, with a request for submissions.  A 

number of submissions were received in response to the discussion paper.  

 

Issues  

 

Are there circumstances where an applicant has either been 

disadvantaged by the grace period provisions, or has benefited from 

the existence of the grace period?  

It was commonly noted in submissions that it was too early to determine 

whether the grace period has had a positive or negative effect overall, 

particularly in light of the absence of any judicial consideration of the 

provisions. 

However, a number of submissions reported instances where patent 

applicants have benefited from the existence of the grace period.  This has 

invariably been 
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in circumstances where the grace period has been used as a fall-back 

or safetynet, where the decision to take advantage of the grace period 

has been retrospective. 

 

There has been one Patent Office decision – Stephen John Grant [2004] 
APO 11  

(26 May 2004); (2004) AIPC 91-994 – in which public information was 

disregarded on the basis of the grace period provisions under regulation 

2.2(1A) of the Patents Regulations 1991.  

 

Researchers tend to avoid deliberate use of the grace period for two 

main reasons:  

 

 the grace period is not universal.  Certain critical key markets, for 
example  

the European Community, do not have grace period provisions.  

While the grace period will provide some protection in Australia, 

publication before filing will mean that rights are lost in those key 

markets without grace period provisions.  

 

 researchers submitted that they make use of the 12 month period  

between filing a provisional application and a complete 

application.  As the grace period requires a complete application 

to be filed within 12  

months of the disclosure, “there is less time to arrange for due 
diligence  

and commercial opportunity assessments between the 

provisional and when subsequent filings are due.”  (Bio21 

Australia Ltd).  

 

One patent attorney firm stated that they were “aware of incidents 

where the inventors/applicants were adversely affected because they 

were not aware that the grace period does not apply internationally”.  

It is not clear how frequently such incidents have occurred, but no other 

users reported that they had been adversely affected due to deliberate 

use of the grace period.  

 

One submission identified that an inventor may also be disadvantaged if 

they take advantage of the grace period, due to the prior user rights 



provided by section 119 of the Patents Act 1990.  (Section 119 provides 

the necessary balance to allow third parties to continue doing what they 

were able to freely do before a patent application was filed.)  A possible 

scenario is that a third party may begin to use the subject matter of the 

disclosure in a commercial manner before a patent application is filed.  

The third party would be free to continue that use due to the third party 

intervening rights created by section 119.  While the potential for an 

inventor to be disadvantaged in this manner clearly exists, IP Australia is 

not aware of any actual instances of it occurring.  

 

Is the wording of the grace period provisions (paragraph 24(1)(a) of 

the Patents Act 1990 and subregulations 2.2(1A) and 2.3(1A) of the 

Patents Regulations 1991) sufficiently clear? 

A number of concerns were raised regarding the provisions, principally 

by the patent attorney profession.  
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Validity of regulations  

Submissions were received pointing to a tension between section 24 and 

regulations 2.2(1A) and 2.3(1A).  Under section 24 a decision maker 

must disregard any publication or use of the invention in the prescribed 

circumstances,but only if a patent application for the invention is made 

within the prescribed period.  It was said that regulation 2.2(1A) purports 

to make all publication or use a prescribed circumstance if they occur 

within 12 months before filing a complete application.  It was submitted 

that the words “in the prescribed circumstances” in section 24 have 

become redundant and this cannot have been the intention of parliament.  

There were also submissions that the breadth of sub-regulation 2.2(1A) 

appears to make sub-regulations 2.2(2), 2.2(3) and 2.2(4) redundant.  A 

suggestion was made that the only way to achieve certainty is to introduce 

the grace period into the Act itself.  

 

Sub-regulation 2.2(1A) is limited to the circumstances where the 

publication or use is within 12 months before filing of the complete 

application.  This is a limitation on the words “ in the prescribed 

circumstances” in section 24.  While the prescribed period for filing a 

patent application (either provisional or complete) for the invention is 

within 12 months of the publication or use, in effect a complete application 

must be filed in that time otherwise the prescribed circumstances will not 

have been met. 

 

The circumstances prescribed in sub-regulations 2.2(2), 2.2(3) and 2.2(4) 

do not require the publication or use to be within 12 months before the 

filing date of a  

complete application, which is a limitation on the circumstances in sub 

regulation 2.2(1A).  There does not appear to be any redundancy 

in these provisions.  

 

Noting the absence of any judicial consideration of the provisions to date, 

there does not currently appear to be any sound basis for the concerns 

regarding the validity of the regulations.  There appear to be no 

compelling reasons at this stage to move the provisions of regulation 

2.2(1A) into the Act.  

 

Patents of addition  

The Institute of Patent and Trade Mark Attorneys Australia (IPTA) 

submitted that the grace period does not appear to assist in the case of a 

patent of addition. 



Section 25 and regulation 2.4 prescribe that a patent of addition will 

not be invalid on the basis of any publication or use of the main 

invention after the priority date of the main invention.  If the main 

invention was filed using the grace period provisions then the 

opportunity to use the patent of addition provisions may not be 

available.  

 

The exemption under section 25 is unlimited as to time, but limited to 

exemption for inventive step - not novelty.  If publication of the main 

invention in an application gave rise to a novelty objection, it is hard to see 

any policy rationale for disregarding the parent application.  The patentee 

has their patent rights protected by that application.  Furthermore it does 

not seem congruous to  



 

Review of Patent Grace Period  

 

disregard the requirements of section 81(1)(b) as a consequence of the 

grace period mechanism.  

 

Double patenting  

However this does highlight a potential anomaly in the grace period 
provisions. 

A situation potentially could arise where an applicant files a complete 

application and that application is published.  Subsequently, less than 12 

months after publication they re-file reliant on the grace period.  That is, 

the applicant can possibly in effect get a second patent for exactly the 

same subject matter with a filing date 12 months after publication of the 

earlier application.  An argument could be made from this that publication 

by a patent office should be excluded from the grace period mechanism.  

But the AUSFTA appears to prevent such an exclusion.  

 

Secret use  

An issue was raised in a number of submissions regarding secret use of 

an invention.  Under section 18 (1) (d) of the Patents Act 1990, an 

invention is not a patentable invention if it was secretly used in the patent 

area before the priority date.  The issue raised was that there is an 

apparent anomaly in that secret use in the 12 months before a complete 

application was filed would lead to invalidity, whereas public use would be 

disregarded pursuant to section 24.  It was said that in practice, “it can 

be very difficult to determine whether a particular use will result in 

information becoming publicly available and hence there is a lack of 

certainty for inventors/applicants that the grace period will apply. ” 

Introduction of a grace period in Australia was recommended in the 

Intellectual Property and Competition Review Committee (IPCRC) report 

“Review of  

intellectual property legislation under the Competition Principles Agreement” 
in  

September 2000.  The primary reason for introduction of a grace period 

given by the IPCRC was directed to problems faced by inventors that 

publish their invention after filing a provisional application.  The ALRC 

also considered the grace period and reported that in addition to this 

reason, the potential benefits are said to include encouraging the sharing 

and publication of research results (although the lack of similar provisions 

in Europe meant these benefits were not achieved in practice).  

 

Disregarding secret use of an invention prior to patent filing would not 

seem to be consistent with either the problems identified by the IPCRC or 



with the aims of encouraging publication or sharing of research results.  If 

significant problems are arising due to the exclusion of secret use, it may 

warrant some further consideration.  Other than difficulties in determining 

whether a use was secret or public, the extent and nature of any problems 

was not identified.  But it should be noted that section 24 presently only 

provides exclusions to novelty and inventive or innovative step, and not to 

the other requirements for patentability set out in section 18.  It is also 

noted that section 9 sets out certain acts that are not to be taken to be 

secret use.  Extending the grace period provisions to include secret use 

could possibly be seen as a de facto extension of the patent term.  
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The ALRC recommended:  

 

Recommendation 14–4 Research organisations should ensure 

that their researchers are fully informed about the operation of 

the grace period provisions in the Patents Regulations, 

particularly in relation to:  

 

(a) the effect of publication before filing a patent application; and  

 

(b) the effect of publication on the patentability of their 

inventions in countries that do not have equivalent provisions.  

 

The responses received indicate that there is a varying degree of 

awareness of the grace period among researchers, but generally a poor 

understanding of what it means.  Responses received to the issues paper 

suggest that there is considerable variation on whether institutes pass on 

information about the grace period to researchers.  For example, the 

responses provided by BIO21 member institutions, (Bio21 Australia Ltd is 

a cluster of 15 academic members), indicates that while some institutions 

have provided seminars or otherwise explain the grace period to 

researchers, others do not advertise the grace period and prefer to focus 

the message on patenting before any publication.  The findings provide 

support for recommendation 14-4 of the ALRC report.  However, the 

regime that was put in place was deliberately a safety net regime. i.e. to 

protect against inadvertent publication, rather than forming part of 

deliberate strategy.  In that sense, the feedback that suggests 

maintenance of ‘file provisional before publishing' is to be applauded.  

 

IP Australia also has a key role in communicating the operation of the 

grace period and the effect of publication before a patent application is 

filed.  IP Australia provides information regarding the grace period on its 

website and has previously provided this information to subscribers to the 

website, as well as in newsletters directed to patent attorneys and 

international IP offices.  Discussion of the grace period also forms part of 

the messages presented at tertiary seminars conducted by IP Australia.  

IP Australia should continue to ensure there is adequate communication of 

the key messages regarding the grace period.  It is noted that the grace 

period has been identified as a future topic of IP Australia’s relationship 

marketing campaign that goes to over 6000 academics in the R&D field.  

 

How has the grace period affected the commercialisation of 



Australian research in Australia and overseas?  For example, has 

the grace period had any adverse or beneficial effects on the 

commercialisation of Australian research?  

At the time of introduction of the grace period into Australia (1 April 

2002), grace periods already applied in 38 countries including the 

US, Japan and Canada.  Europe does not currently provide a grace 

period. 

 

It was generally regarded that it was too early to observe whether there 

has been an effect on commercialisation of Australian research in Australia 

and overseas. 
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However, there were specific instances reported where the grace period 

provisions in both Australia and the US have been used in 

circumstances where the usual practice of patenting before publishing 

was not followed.  The grace period provisions were seen by research 

companies as at least potentially overcoming a real disadvantage where 

disclosure occurred before patent filing. 

Canon Information Systems Research Australia Pty Ltd (CISRA) submitted:  

 

“Most companies that invest large amounts of money in research 

will seek a return on that investment and in this respect CISRA is no 

different.  In this connection, companies are reluctant to 

commercialise their research in jurisdictions where they have not 

been able to secure their intellectual property rights.  The grace 

period does not determine whether or not a company will choose to 

productise the research but plays an important role in whether or not 

a company can protect all the features that would be productised. 

 

Marketing and sales companies are eager to disclose novel and 

inventive features in commercial products and attempts to maintain a 

competitive edge on the market.  This is often at odds with the need to 

protect the investment in the research where time is required to 

carefully analyse what features can and should be protected.  The 

grace period provides a buffer between the drive to commercialise and 

the need to protect the fruits of the research investments. 

 

Because of international differences in grace period provisions, 

researchers do not rely routinely on the grace period.  The absence of 

general grace period provisions in Europe was commonly cited in 

submissions.  In practice, the grace period provides a limited reprieve to 

researchers in the event of a system failure,but markets critical to 

researchers for commercialisation of their research may still be lost by 

untimely disclosure.  The grace period was seen to have provided 

benefit as a safety net in particular instances.  

 

The IPCRC noted that, ideally, Australia’s move to implement a grace 

period would coincide with a similar move in Europe.  Because it 

appeared Europe would take some time to implement a grace period, the 

IPCRC considered that Australia should proceed first.  Since the 

introduction of a grace period in Australia, there seems to have been little 

progress on the implementation of a grace period in Europe.  The grace 

period also forms part of the patent law harmonization talks being 



considered by the Standing Committee on the Laws of Patents (SCP).  It 

appears that following the SCP meeting of 1-2 June 2005, the patent law 

harmonization talks have stalled.  But developed countries are continuing 

to review the issue.  

 

While there is currently no imperative to change the grace period 

provisions in Australia, IP Australia should continue to monitor 

international developments regarding grace periods.  Australia should 

also continue to encourage and influence the introduction and 

harmonisation of grace periods on an  
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international level wherever possible, for example through bilateral 

agreements and through World Intellectual Property Organisation (WIPO) 

committees.  

 

Conclusions  

The Australia-United States Free Trade Agreement requires both 

countries to provide for a grace period relating to publications that were 

made or authorised by, or derived from, the patent applicant, and 

occurred within 12 months prior to the date of filing of the application.  

Consequently, any changes made to the grace period provisions would 

need to be considered in light of Article 17.9.9 of the AUSFTA.  

 

Given the limited period in which the grace period has been operating, 

and the lack of any judicial consideration of the provisions, it is too early 

to determine whether the grace period has had a positive or negative 

effect overall.  However it is noted that:  

 

 the grace period has been used successfully in cases of inadvertent  

disclosure of inventions; and  

 it is too early as yet to assess its use in other circumstances.  The 
absence  

of universal grace periods, and particularly the lack of similar 

provisions in key markets for Australian innovators, precludes 

researchers from relying on the grace period.  

 

There is no imperative for changes to the grace period at present.  As 

expected, the grace period has been used as a fall back position in 

cases of inadvertent disclosure.  As the purpose of introducing a grace 

period was to provide protection against ‘inadvertent disclosure’, the 

provisions appear to be working and being used as intended.  

 

However, there does appear to be a general lack of awareness 

and/or understanding of the grace period among researchers.  The 

findings provide support for recommendation 14-4 of the ALRC report 

Genes and Ingenuity:  

Gene Patenting and Human Health that research organisations should 
ensure  

that their researchers are fully informed about the operation of the grace 



period provisions in the Patents Regulations.  IP Australia should also 

continue to ensure there is adequate communication of the key messages 

regarding the grace period.  

 

IP Australia should continue to monitor and influence international 

developments and wait until international harmonisation of grace periods 

(or at least further adoption in critical key markets) occurs before making 

any changes. 

 



 

 

４．その他参考資料 

（３）独国特許事務所 弁理士（Prof. Dr. ） 見解 

 



独国特許事務所 弁理士（Prof. Dr. ） 見解 

Q1. In Germany, can third party who starts to use the invention between the 

publication and the application get the right to use the invention? 

  

Q2. The court system has enough capacity to handle the trial related to the patents. 

(The trials are managed in the period people expect.) 

  

 Q3.Does the court have enough precedents of patent trial cases?  

For example the trial of exhibition, abuse, and starting time of the period. 

A2. Yes, in Germany a first instance patent or utility model enforcement 

procedure does not take more than about 8 - 10 months, after filing of the 

compaint, till trial, if the complaint is filed at e.g. the court of Düsseldorf or the 

court of Mannheim. The first-instance decision is preliminarily enforceable, 

irrespective of an appeal by the defendant. "Everybody" believes that this is a 

good timing.  

 

A1. I assume that you mean by "publication" an independent publication, going 

back to the inventor, which, however, is not the publication of the patent 

application itself. In other words, what is happening in your scenario is that the 

inventor publishes the invention, like in a public speech, and lateron files a 

priority-basing patent application, say: in Germany. In a patent case, since 

there is no novelty grace period under German and EPC rules, the patent 

application in this case will not result in any valid patent, and accordingly 

everybody is entitled to freely use the invention, including the "third party" you 

are mentioning, starting from the publication date. In a utility model case, i.e. if 

the utility model application is filed within six months after the publication, a 

third part still can get a "private right of prior use", because the relevant date 

before which the third party would have had to use the invention in Germany 

has to be "before" the application/priority" date.  

 



  

Q4.  Are the judgments of courts are always same? (The question is concerning to 

the stability of the judgment from the court to another courts.) 

  

Q5. In case of abuse, it is enough to prove the publication against the intention of 

the inventor? Or, is it required to prove the existence of misdeed? ( For example 

malicious engineering of the negotiation, etc.) 

  

A5. Violation of a secrecy obligation would not be sufficient, but there is not 

very much case law in this regard.  

 

 

A4. All final decisions in patent litigation are made by the Federal Court of 

Justice. The lower courts usually respect the decisions of the GFCJ, though 

they may deviate therefrom, see under 3.. The GFCJ developed its case law, of 

course, and for example famous decision "Olanzapine" (X ZR 89/07) of 2008. has 

been a decision which deviated from the earlier practice of the GFCJ with 

regard to chemical selection inventions rather distinctly.  

 

A3. Yes, in Germany there are enough precedents for patent trial cases, 

practically in all situations. Whether these precedents are "enough", is a big 

question, but in view of the long tradition of German courts in relation to 

deciding patent litigation questions of very different nature, an ample supply of 

precedents is available. Please duly note, however, that Germany is not a 

common law country, though that "precedents" are only of limited value, since 

all prior court decisions, except those of the constitutional court, are not binding 

for any later decisions by the same or any lower court! 

 



 

 

４．その他参考資料 

（４）仏国特許事務所 Ｃ 弁理士（Dr. ）    見解 

 

 



 

仏国特許事務所 Ｃ 弁理士（Dr. ） 見解 

見解１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ１．公表を知って発明者の特許申請前に使い始めた第３者の先使用権は認められるか？ 

Ａ１．知的財産法には規定がなく、判例もないようである。その分野の実務に詳しい者の見解では、常識的には

個人使用（先使用）と同じ理屈が適用されるのではないかとのことである。 

 

Ｑ２．仏国において、特許に関する裁判は十分な処理能力があるか？（期待される期間で行われる？） 

Ａ２．一審で２年か尐し、二審でも２年か尐し、というのが現状である。一番の問題は停留を早く減らすために、

裁判がかなりいい加減になってしまう点である。 

 

Ｑ３．GP に関する判例（博覧会が規定の博覧会かどうか等）は裁判結果を予測できるほどの件数があるか？ 

Ａ３．例外開示を享受できる博覧会は１９２８年の定義により非常に制限されており、あまり有用性がないとい

うのが一般の意見である。例えばミラノの博覧会で展示されたが、それが１９２８年での国際展示会ではないの

で、単なる開示とみなされた例がある。 

 

Ｑ４．その裁判結果は裁判所によって判断は変わらないか？ 

Ａ４．回答できるほどの件数がない。 

 

Ｑ５．上級裁判所の判断は下級裁判所を拘束するか？ 

Ａ５．上級裁判所の判決は下級裁判所を拘束するが、判決は独立であり、事案が違うと適用できない。実際には

全く同じ事案は極めて尐ない。また、裁判所はあくまで法に従うべきで判例に従うのではない、という哲学もあ

る。ただ同じ事案が上級裁判所へ上がり、判決内容を指示して下級裁判所へ差し戻したような場合、後者はそれ

に従う。 

 

Ｑ６．同様に、第 3者の濫用の場合に、裁判では単に契約違反など濫用を証明するだけでいいか？ あるいは、

悪意があることを証明する必要があるか？ 

Ａ６．どのような証拠でも有効。濫用である証拠を出せば、善意でも悪意でも構わない。 

 

Ｑ７．グレースピリオドの起算日に関し、EP では判例があり、仏国では判例がないとのことだが、判例はどのよ

うな結論か？ 

Ａ７．仏国では優先日から計算する（欧州とは異なる）という判例がある。（見解２） 

 

Ｑ８．グレースピリオドがあることで起きる不都合は何か？ 

Ａ８．米国と本質的に違うのは、この法律はほとんど関係者の念頭にないこと。従ってほとんど不都合も感じな

い。 



 

見解２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欧州（ＥＰＯ）では、ＥＰ出願前に開示された先行例が新規性を害しないのは、ＥＰ出願日より計

算して６ヶ月より前ではない（つまり、先んずる６ヶ月以内か、または第三者が該６ヶ月以内に特

許出願した場合は該６ヶ月より後でもよい）場合であり、ＥＰ出願の優先権出願日からは計算しな

い。（添付資料参照） 

  

仏国の場合は、優先権出願日より計算する、というのが判例になっている。これは１９９２年１月

１６日の判例である。 

  

従って、この判決はＥＰＯの判決とは一致しない。これはＥＰ法文と仏国法文の解釈の違いによる

ものである。 

  

なお注意として、法制度は米国のグレースピリオドとは哲学が全く異なる。 

 



（５）仏国特許事務所 Ｃ 弁理士（Dr. ） 添付資料 

 



 




